
総 務 委 員 会総 務 委 員 会総 務 委 員 会総 務 委 員 会 ・ 分 科 会・ 分 科 会・ 分 科 会・ 分 科 会     会 議 記会 議 記会 議 記会 議 記 録録録録    

    

１  期 日   平成31年３月11日（月） 

              午前９時26分 開会 
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総 務 委 員 会 次 第 

 
平成31年３月11日（月）９：30～ 

第１委員会室 

 

１ 開会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

(1) 分担案件の審査について〔別紙：議案付託表・分科会分担表〕 

 

(2) 分科会意見・要望のまとめについて 

 

(3) 平成31年度管外行政視察研修について 

ア 日 程：平成31年５月７日（火）～ ５月９日（木）２泊３日 

イ 視察先・内容 

(ｱ) 北海道上川郡東川町 

a  移住定住推進施策について 

(ｲ) 北海道大学工学部 都市地域デザイン研究室 

a  夕張市における集約型コンパクトシティの形成に向けた公共施設再編等の

取り組みについて 

 

４ 報告事項 

(1) 上場株式等に係る配当所得等に関する市・県民税の課税誤りについて【税務課】 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会 



平成31年第１回豊岡市議会（定例会）議案付託表 

 

【 総 務 委 員 会 】 

  報告第２号 平成31年度豊岡市土地開発公社事業計画及び資金計画並びに当初予

算について 

  第１号議案 北但１市５町新市建設計画の変更について 

  第２号議案 豊岡市過疎地域自立促進計画の変更について 

  第３号議案 豊岡市辺地総合整備計画の策定について 

  第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

  第９号議案 豊岡市事務分掌条例の一部を改正する条例制定について 

  第10号議案 豊岡市防災会議条例の一部を改正する条例制定について 

  第11号議案 豊岡市国民保護協議会条例の一部を改正する条例制定について 

  第12号議案 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定について 

  第13号議案 豊岡市職員の自己啓発等休業に関する条例及び豊岡市職員の大学院

派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

  第40号議案 平成31年度豊岡市管理会財産区特別会計予算 

 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【総 務 分 科 会】 

  第22号議案 平成30年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第32号議案 平成31年度豊岡市一般会計予算 

  第44号議案 平成30年度豊岡市一般会計補正予算（第12号） 

※ 第22号議案及び第32号議案中の人件費分は、総務分科会に一括分担する。 

 



 平成 31 年３月定例会  
 

総務総務総務総務委員会委員会委員会委員会（（（（分科会分科会分科会分科会）））） 審査日程審査日程審査日程審査日程表表表表 

審 査 日 程 所管（出席対象）部署 審  査  内  容 

３月11日（月） 

９：30～ 

 

第１委員会室 

 

【議会事務局】 

【政策調整部】秘書広報課、政策調整課 

戦略的政策室、財政課、防災課 

【市民生活部】税務課 

【各振興局】地域振興課（総務担当） 

【分科会】【分科会】【分科会】【分科会】    

《《《《HHHH31313131年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計予算予算予算予算議案》議案》議案》議案》    

＜説明、質疑、討論、表決＞ 

○第32号議案 

・主要事業等の説明 

 

 

 

 

 

《分科会審査意見、要望のまとめ》《分科会審査意見、要望のまとめ》《分科会審査意見、要望のまとめ》《分科会審査意見、要望のまとめ》    

３月11日（月） 

13：00～ 

 

第１委員会室 

 

【政策調整部】財政課 

【総務部】総務課、職員課、情報推進課 

【会計管理者】会計課 

【消防本部】豊岡消防署（警防課） 

総務課、予防課 

【選管監査委員事務局】 

３月12日（火） 

９：30～ 

 

第１委員会室 

 

【議会事務局】 

【政策調整部】秘書広報課、政策調整課、 

戦略的政策室、財政課、防災課 

【総務部】総務課、職員課、情報推進課 

【市民生活部】税務課 

【各振興局】地域振興課（総務担当） 

【会計管理者】会計課 

【消防本部】豊岡消防署（警防課）、 

総務課、予防課 

【選管監査委員事務局】 

 

【委員会】【委員会】【委員会】【委員会】    

《議案》《議案》《議案》《議案》    

＜個別に説明、質疑、討論、表決＞ 

○報告第２号 

○第１号議案 ○第２号議案 

○第３号議案 ○第４号議案 

○第９号議案 ○第10号議案 

○第11号議案 ○第12号議案 

○第13号議案 ○第40号議案 

 

【分科会】【分科会】【分科会】【分科会】    

《《《《HHHH30303030年度年度年度年度一般会計一般会計一般会計一般会計補正補正補正補正予算予算予算予算議案》議案》議案》議案》 

＜個別に説明、質疑、討論、表決＞ 

○第22号議案 ○第44号議案 

・主要事業等の説明 

《分科会審査意見、要望のまとめ》《分科会審査意見、要望のまとめ》《分科会審査意見、要望のまとめ》《分科会審査意見、要望のまとめ》    

《委員会審査意見、要望のまとめ》《委員会審査意見、要望のまとめ》《委員会審査意見、要望のまとめ》《委員会審査意見、要望のまとめ》 

※ 初日（3/11）は、総務分科会審査（H31一般会計予算議案）を行い、２日目（3/12）は、総務委員会審査

（条例等の議案）と総務分科会審査（H30一般会計補正予算議案）を行います。 

※ 当局職員の方は、初日（3/11）は、座席指定を行いませんので、中央付近にご着席ください。 

なお、２日目（3/12）は、指定座席にご着席ください。 

※ 総務分科会での予算議案の説明は、基本的に①概要（財政課）、②人件費（職員課）、③主要事業等（組

織順で課ごとに、説明事項の全てを一気に説明。）の流れでお願いします。 



平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    豊岡市議会豊岡市議会豊岡市議会豊岡市議会総務委員会名簿総務委員会名簿総務委員会名簿総務委員会名簿    

 （H31.３.11） 

総務委員会委員総務委員会委員総務委員会委員総務委員会委員    

委委委委    員員員員    長長長長    ：：：：    井垣 文博 

副委員長副委員長副委員長副委員長    ：：：：    浅田  徹 

委委委委        員員員員    ：：：：    芦田 竹彦、 足田 仁司、 清水  寛 

椿野 仁司、 村岡 峰男 

欠席者 

説説説説    明明明明    員員員員    

《《《《議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局》》》》    議会事務局長 松本幹雄、次長 羽尻泰広 

    

《《《《政策調整政策調整政策調整政策調整部》部》部》部》    防災監 垣江重人 

政策調整部長 土生田 哉、政策調整部参事 谷岡慎一  

秘書広報課長 山口繁樹、秘書広報課参事 和田征之 

政策調整課長 永井義久 

財政課長 塚本繁樹、財政課参事 畑中聖史 

防災課長 宮田 索 

    

《総《総《総《総    務務務務    部》部》部》部》    総務部長 成田寿道 

総務課長  安藤洋一、総務課参事  宮代将樹  

職員課長 山本尚敏、職員課参事 小川琢郎 

情報推進課長 秋庭典道 

    

《市民生活部》《市民生活部》《市民生活部》《市民生活部》    市民生活部長 井上貢（報告案件のみ）、税務課長  中奥政明  

    

《城崎振興局》《城崎振興局》《城崎振興局》《城崎振興局》    城崎振興局長 井瀬邦夫、地域振興課長  熊毛好弘  

    

《《《《竹野竹野竹野竹野振興局》振興局》振興局》振興局》    竹野振興局長 瀧下貴也、地域振興課長  福井正幸 

    

《《《《日高日高日高日高振興局》振興局》振興局》振興局》    日高振興局長 小谷士郎、地域振興課長  和藤達也  

    

《《《《出石出石出石出石振興局》振興局》振興局》振興局》    出石振興局長 榮木雅一、地域振興課参事  村上忠夫 

    

《《《《但東但東但東但東振興局》振興局》振興局》振興局》    但東振興局長 岸本直幸、地域振興課長  大石英明     

    

《《《《会計管理者会計管理者会計管理者会計管理者》》》》    会計課長  三笠孔子、会計課参事  土岐浩司  

    

《《《《消 防 本消 防 本消 防 本消 防 本 部部部部》》》》 消防長 田邊光之、消防次長 松岡勇人 

豊岡消防署長兼警防課長 吉谷洋司 

総務課長 桝田貴行、予防課長 丸谷正人 

 

《《《《選管選管選管選管監査監査監査監査事務局事務局事務局事務局》》》》  選挙管理委員会事務局長兼監査委員事務局長 谷垣一哉  

 

担当事務局員担当事務局員担当事務局員担当事務局員      議会事務局主幹兼議事係長 佐伯勝巳          計 44 名 
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午前９時２６分 委員会開会 

○委員長（井垣 文博） 定刻前ではございますが、

皆さんおそろいになりましたので、ただいま総務委

員会を開会いたします。 

 皆さんには、早朝から大変ご苦労さまです。また、

先週には代表質問、そして一般質問、本当にお疲れ

さまでございました。多くの議員の皆さんから多く

の質問、そして意見等が出されております。それは

そのまま地域の住民の皆さんの声でもございます

ので、これから皆さんが政策決定、そうしたときに

十分それらのご意見等を留意していただき、これか

らの政策に反映していただきますようにお願いを

申し上げたいなというふうに思っております。 

 きょうは３月１１日、東日本大震災の日から８年

目を迎えることになります。犠牲になられました多

くの方々のご冥福をお祈り申し上げたいと思って

おります。本日、午後２時４６分に黙祷を行います

ので、ご理解とご協力をお願い申し上げたいと思っ

ております。 

 委員会、きょうとあすの２日間、長時間となりま

す。どうかスムーズに進行ができますように、委員

の皆様、そして当局の皆さん、ご協力をよろしくお

願いいたします。 

 それでは、座って進行させていただきます。 

 まず、きょうとあす、２日間の審査の予定につい

てお知らせをいたします。 

 審査の順序は、お手元の審査日程表のとおり、議

案の順序を変更し、本日は当分科会に分担された第

３２号議案、平成３１年度豊岡市一般会計予算の審

査として説明、質疑、討論、表決まで行い、その後、

本日の分科会審査の意見、要望のまとめを行う予定

です。その後、税務課から報告を受ける予定として

いますので、ご承知おきください。 

 あすは、当委員会に付託された議案、また当分科

会に分担された議案の審査として、個別に説明、質

疑、討論、表決を行います。その後、委員会審査、

分科会審査の意見、要望のまとめを行いたいと思い

ます。 

 また、委員の皆さんには、総務委員会次第とは別

に審査のための資料をお配りしております。それぞ

れ右肩に議案番号を記載しておりますので、それを

見ながら審査をお願いいたします。 

 本日の当局出席者についてでありますが、審査日

程表に合わせ、午前、午後に分けて所管部署の職員

に出席いただくよう要請をしておりますので、ご了

承願います。 

 委員の皆さん、並びに当局職員の皆さんには質疑、

答弁に当たりましては要点を押さえ、簡潔、明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は委員長、分科

会長の指名の後、マイクを使用して、課名、名前を

名乗ってから行っていただきますよう、お願いをい

たします。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

午前９時２９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２９分 分科会開会 

○分科会長（井垣 文博） 分科会を開会いたします。 

 それでは、これより３、協議事項、（１）分担案

件の審査についてに入ります。 

 第３２号議案、平成３１年度豊岡市一般会計予算

を議題といたします。 

 第３２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算、債務負担行

為及び地方債負担についてであります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が明記されておりますので、逐一事業名称と予算

額のみを説明していただく必要はありません。十分

な質疑時間を確保するためにも、当局には新規事業

や前年度から大きな変更のあった事業及び主要事

業等を主として説明いただくよう依頼をしており

ます。 

 当局の説明は、まず財政課から概要説明を、その

後、組織順で各担当課から歳出及び歳入、債務負担

行為並びに地方債を一気に説明願います。なお、説

明に当たっては資料のページ番号をお知らせくだ

さい。質疑は説明が終わった後に一括して行います。 
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 それでは、順次説明をお願いいたします。 

 財政課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） まず、お手元に配付して

おります平成３１年度豊岡市一般会計予算並びに

予算説明書という冊子をごらんいただきたいと思

います。 

 まず、１ページをお開きください。３２号議案、

平成３１年度豊岡市一般会計予算についてご説明

いたします。 

 第１条には、歳入歳出予算の総額４６６億５，７

００万円と定めております。第２条では債務負担行

為、第３条では地方債について限度額等をそれぞれ

定めております。第４条では、一時借入金の借り入

れの最高額を６０億円と定めております。第５条で

は、歳出予算の流用ができる場合を定めたもので、

給料、職員手当、共済費に係る予算に不足が生じた

場合に同一款内での各項間の流用をお願いすると

いうものでございます。 

 ７ページをごらんください。債務負担行為でござ

います。５事項につきまして、限度額２，３３６万

７，０００円を計上いたしております。 

 めくっていただきまして、８ページ、９ページを

お開きください。地方債でございます。２４事業で

総額３４億８，５４０万円を計上いたしております。 

 続きまして、議員に配付いたしております資料編

ファイルのほうをごらんいただきたいと思います。

一般会計の概要につきまして、ナンバー４と右上に

記載しております分でございますけども、よろしい

でしょうか。ナンバー４と右上に記載しております

平成３１年度一般会計予算説明資料のほうでご説

明させていただきます。 

 １ページ以降には給与費明細書が記載してござ

いますが、こちらにつきましては午後から職員課が

参りまして、人件費の詳細説明をさせていただきま

すので、省略させていただきます。 

 ５ページをごらんいただきたいと思います。こち

らには一般会計の債務負担行為の調書のほうを掲

載いたしております。これまで議決をいただきまし

た１１５の事項につきまして記載しております。 

 １１ページのほうの計の欄をごらんいただきた

いと思います。中央のやや右の列になりますけども、

当該年度以降、平成３１年度以降ですけども、その

支出予定額の合計が５０億１，２２８万２，０００

円といたしております。右側の１２ページには、先

ほど申し上げました当該年度に新たに債務負担行

為を設定するもの、５事項を上げております。 

 それから、１３ページ、１４ページをごらんくだ

さい。地方債現在高の見込みに関する調書でござい

ます。１４ページ左側の一番下の合計の行になりま

すけども、当該年度中の起債見込み額は、先ほど申

し上げました３４億８，５４０万円となっておりま

す。その右側が元金償還見込み額でございまして、

６３億４，６２３万２，０００円、これらを１３ペ

ージの合計欄に計上しております。右の列になりま

すけども、前年度末現在高見込み額５５４億７，２

７４万４，０００円から加減しますと、１４ページ

の一番右側、当該年度末現在高見込み額とあります

けども、これが平成３１年度末の現在高見込み額で

ございまして、５２６億１，１９１万２，０００円

となっております。 

 １５ページから１８ページには歳入の概要をお

つけいたしております。 

 まず、１５ページの一番上の段になりますけども、

市税につきましては０．１％、５１４万１，０００

円の増。 

 それから、その下の地方譲与税につきましては、

平成３１年度から森林環境譲与税が新設されまし

て、３，０００万円を見込んでおります。 

 それから、中段あたりになりますけども、１０の

地方特例交付金は幼児教育無償化に係る市負担分

の子ども・子育て支援臨時交付金の創設などにより

まして、１億６７３万１，０００円の増額となって

おります。 

 その下の１１、地方交付税ですが、本市で一番大

きな財源となっておりますけども、１．４％、２億

４，０００万円の増ということで、普通交付税につ

きましては、市長の総括説明でも申し上げましたけ

ども、地方財政計画による地方交付税総額の増加見



 3 

込みと平成２８年度から始まった合併算定がえの

段階的縮減などの影響も加味した上で、前年度より

も２億４，０００万円、１．６％増といたしており

ます。これは後ほど下のところに出てきますけども、

臨時財政対策債の振りかえ分が約２億５，０００万

円増額したことが主な要因となっております。特別

交付税につきましては、ここ数年の交付実績などか

ら、昨年と同額の２０億円としております。 

 それから、歳入の大きなところでは、１３の分担

金及び負担金でございます。幼児教育の無償化に伴

う特定教育・保育施設利用者負担金の減額などによ

りまして、１億１，４９８万８，０００円の減額と

なっております。 

 １段下の１５の国庫支出金ですけども、６億４，

４７０万１，０００円の増額となっていますけども、

こちらのほうはプレミアム付商品券事業費等補助

金が新たに創設されたこと、それから防災・安全交

付金、社会資本整備総合交付金等の増額によるもの

でございます。 

 １７ページ、１８ページをお開きください。中段

あたりでございますけども、１９の繰入金でござい

ます。主な内容欄の右側、財政調整基金につきまし

ては、一般財源分の収支不足額１６億円、それから

産業用地の整備事業分として９，９５０万円を繰り

入れするものなどでございます。その２つ下の公共

施設整備基金３億７，７００万円は、旧出石文化会

館、それから旧職業訓練校の解体費用に充てるため

に繰り入れるものでございます。 

 ２１の諸収入ですけども、こちらも２億８，３２

５万８，０００円の増額となっておりますけども、

主な要因は、プレミアム付商品券の販売収入という

ことでございます。 

 ２２の市債ですけども、３億７，３３０万円減額

の主な要因としましては、臨時財政対策債を、地方

財政計画を考慮して２億６，９１０万円の減額とい

たしていることでございます。したがいまして、普

通交付税に臨時財政対策債を加えた一般財源の影

響額としましては、２，９１０万円の減額というよ

うなこととなります。 

 続きまして、１９ページ、２０ページをごらんく

ださい。歳出の主なものを申し上げます。歳出につ

きましても部長提案説明で各款ごとの主な増減に

つきましてはご説明をいたしておりますけども、中

でも例年と大きく違いますものは、まず、２の総務

費です。庁舎管理費、土地管理費、プレミアム付商

品券事業費などの増額により、７億４，４４３万１，

０００円、１３．９％の増となっております。 

 それから、３の民生費です。こちらのほうは障害

者自立支援給付事業費、それから介護保険事業特別

会計繰出金、私立保育所費の増額などにより４億２，

１２０万８，０００円、３．４％の増となっており

ます。 

 ４の衛生費でございます。公立豊岡病院組合負担

金の増加などによりまして、２億６，３８２万４，

０００円、６．１％の増額となっております。 

 それから、１枚めくっていただきまして、２１ペ

ージ、２２ページをごらんください。８の土木費で

ございますけども、こちらのほうは下水道事業会計

負担金、要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事

業費などの増額によりまして、４億８，６０９万７，

０００円、８．６％の増となっております。 

 ９の消防費につきましては、豊岡消防署消防設

備・施設整備事業費、それから防災行政無線整備事

業費の増額によりまして、４億１，２７９万２，０

００円、２１．２％の増額となっております。 

 それから、１０の教育費につきましては、旧出石

文化会館の解体費用が増額となるものの、出石野球

場、それから玄武洞運動公園の整備完了などによる

減額によりまして、８億５，７４２万９，０００円、

１５．９％の減としております。 

 それから、２７ページから２９ページにつきまし

ては、平成３１年度に予定をしております投資的経

費の一覧表を記載しております。２９ページの最下

段でございますけども、普通建設事業費の合計額４

６億２，６５０万８，０００円ということで、前年

度比４．７％のマイナスとなっておりますが、中で

も大きいものは、先ほど教育費のほうで申し上げま

した出石野球場、玄武洞運動公園の整備完了による
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減額等が主な要因でございます。 

 ３０ページをお開きください。一般会計地方債の

内訳です。主な起債の種類でございますけども、２

つ目の合併特例債につきましては、一番下の小計欄

になりますけども、６億６，５５０万円を予定して

おります。その結果、平成３１年度当初予算編成後

で合併特例債の発行可能残額がおよそ２３億円と

いうようなことになります。 

 ３１ページをごらんください。一番上段の緊急防

災・減災事業債、中段の小計欄を見ていただきまし

たら１２億３，１４０万円となっております。 

 一般会計の歳入歳出の概要につきましては、以上

のとおりでございます。 

○分科会長（井垣 文博） 続きまして、議会事務局

次長。 

○事務局次長（羽尻 泰広） それでは、予算書の７

１ページ、７２ページをお開き願います。１款の議

会費ですけれども、歳出予算について主なものを説

明させていただきます。まず、説明欄、人件費です

けれども、議員に係るものとしまして、２行目の議

員報酬１億５０１万２，０００円、議員の２４名分

でございます。議員報酬のほかには１３行下ですけ

れども、議員期末手当で４，４７８万４，０００円、

年４．４５月分を計上しております。その２行下に

なりますけれども、議員共済組合負担金３，８５７

万円、その下の非常勤職員公務災害補償保険料５６

万１，０００円を議員の人件費として計上をしてお

ります。 

 次に、中段になります。中段の議会管理費１，６

４３万１，０００円でございます。これにつきまし

ては、対前年９３万９，０００円の増額でございま

すけれども、増額となった理由としましては、現在、

本会議等の様子をインターネットで映像配信をし

ておりますけれども、対応機器がパソコンのみであ

りますので、３１年度につきましてはスマートフォ

ンやタブレットからも視聴できるように環境整備

を行うもの、また、会議録検索システム、映像配信

システムの新元号の対応のためのプログラム改修

もあわせて行うということで、トータルとしまして

１００万１，０００円を計上しております。 

 続きまして、議会運営活動費８９１万２，０００

円、対前年度では１２万５，０００円の増としてお

ります。２行下の費用弁償４５０万５，０００円に

つきましては、本会議あるいは委員会等の委員の皆

さんが出席されますものにつきましての費用弁償、

また行政視察旅費などを計上しております。また、

９月下旬に開催されます全国市町村交流レガッタ、

大分県日田市で開催されます参加旅費等につきま

してもここで計上をしております。 

 議会事務局、議会費につきましては以上でござい

ます。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、秘書広報課長。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） それでは、秘書広報

課関係予算のうち、前年度から大きく変動があった

ものなどについてご説明申し上げます。 

 まず、歳出についてご説明いたします。同じく一

般会計予算書の８０ページをごらんください。下か

ら３分の１程度のところにございます広報広聴事

業費でございます。総額は前年度に比べ１，７２７

万９，０００円減の２，７１３万５，０００円とな

っております。これは前年度に行いましたホームペ

ージシステムのリニューアル費用１，７００万円強

が減となっていることが主な要因です。 

 なお、前年度と比べました新規予算として、職員

向けの写真技術の研修に必要な費用２７万５，００

０円を広報広聴事業費最初の行の報償金、次の行の

費用弁償、その３行下の食糧費に計上しております。 

 また、市ホームページのセキュリティー強化に必

要な費用７１万３，０００円をページの下から３行

目の業務委託料の中に計上しております。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。６

０ページをごらんください。中段少し上の雑入のう

ちの広告料でございます。このうち市広報に係る広

告料を前年度に比べ２１万２，０００円の増として

おります。これは広告枠の１枠の追加によるもので

ございます。 

 秘書広報課につきましては以上でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、政策調整課長。 
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○政策調整課長（永井 義久） それでは、８０ペー

ジをごらんください。よろしいでしょうか。上から

８行目あたりにございますけども、行革推進事業費

になります。こちらのほうにつきましては、前年度

の当初予算と比較しまして約６２万円増加してお

ります。この中身でございますけども、１つ目に第

４次行財政改革大綱の策定に向けた調査研究を行

いますのと、２つ目は業務改善講演会を豊岡で実施

するための講師を招く予算、それから、３つ目でご

ざいますけども、全国都市改善改革実践事例発表会

に豊岡市の業務改善を行っている職員が参加する

ものに係る予算でございます。 

 続きまして、その１つ下の段にございます戦略的

政策評価事業費でございます。こちらのほうにつき

ましては、前年対比で約１９０万円増加をしており

ます。主な増加要因でございますけども、３０年度

に新たな基本構想に基づきます７分野の施策を追

加しました。それに伴います評価でありますとか分

析などの研修、それから２つ目でございますけども、

こちらは戦略的政策評価のアンケート入力を業者

に新たに委託したことに伴います増加ということ

です。委託料の中身、２４２万円の中身でございま

すけども、豊岡で行います職員向けの集中研修であ

りますとか、管理監督職の研修、新任職員研修、フ

ォローアップ研修、アンケートのモニタリング研修、

それから入力先を委託するという内容になってい

ます。 

 続きまして、９０ページをごらんください。下か

ら３分の１にございます地方創生推進費になりま

す。こちらのほうは前年対比で約３３万円減額とな

っておりますが、主な減額要因としましては、報償

金のほうでアドバイザー費用を見直ししたことに

よります減額と、もう一つは増額要因でございます

けども、２０２０年度に第２次地方創生総合戦略を

策定するために会議の回数をふやしたというよう

な予算になっております。ふえたところは委員報酬、

委員の謝金というところになります。 

 次に、１３２ページをごらんください。１３２ペ

ージ、上から十二、三行ぐらいのところにあります

ジェンダーギャップ対策事業費でございます。こち

らのほうは、２０１９年度から総務部のワークイノ

ベーション推進室が業務を担当することになって

おりますけども、今年度は関係課を総括しておりま

す政策調整課のほうで行っておりましたので、説明

をさせていただきたいと思います。 

 職場のほかに家庭や地域を含めたジェンダーギ

ャップ解消に向けまして、戦略を立てるための必要

な意識調査、アンケート調査を実施する予算、それ

からアドバイスをいただくための予算、３つ目には

シンポジウムを開催する予算が主な内容になって

おります。報償金の１９０万円の内訳でございます

けども、アドバイザーに係る予算が１２０万円、そ

れからシンポジウムを行いたいと思っておりまし

て、その講師でありますとか、パネリストの方々の

謝金というふうなもの７０万円を含めた１９０万

円でございます。旅費につきましては、アドバイザ

ーに係るものと先進地視察に係るものでございま

す。下のほうの委託料でございます。４７１万９，

０００円でございますけども、こちらのほうがジェ

ンダーギャップ解消に係る意識調査を行うための

ものでございます。 

 歳出は以上でございます。 

 歳入のほうでございます。歳入は、３６ページを

ごらんください。ちょうど真ん中あたりになります。

地方創生推進交付金、国の交付金でございますけど

も、地方創生関連事業に対するもののうち、６０の

事業に地方創生推進交付金を２分の１充てて申請

を行っております。 

 続きまして、４８ページの上の段の枠の下のとこ

ろにございます、ひょうご地域創生交付金７，５０

０万円でございますけども、これにつきましては国

の地方創生推進交付金から漏れた事業等でありま

すとか、新規のものを含めまして今後、申請をして

まいりたいというふうに思っております。これが１

億５，０００万円の２分の１の７，５００万円を受

けるというような予定になっております。以上でご

ざいます。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、政策調整部参事。 
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○政策調整部参事（谷岡 慎一） ９２ページをお開

きください。９２ページです。大きな段でいいまし

て２段目に戦略的政策分野研究費（戦略的政策室）

と書いたものがございます。８２６万円です。新規

事業といたしましては、その下の１１行目あたりに

負担金で外国人住民生活・経済実態調査事業費がご

ざいます。これにつきましては、在豊岡の在住外国

人が増加する中で、その実態を調査しようというも

のでございまして、外国人住民生活実態調査と外国

人受け入れ事業所調査の２点を行うもので、それぞ

れアンケート調査とヒアリング調査を行うことを

予定しております。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 次、財政課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） 財政課の所管の主なもの

をご説明いたします。 

 予算書の８４ページをごらんください。中段に土

地管理費というものがございます。１億５，６１４

万６，０００円という数字が上がっていますけど、

そのうち１，３４６万６，０００円が財政課の所管

ということになっております。その中でも平成３１

年度新規事業としておりますのが下から１３行目

にございますけども、投資委託料６５０万円のうち

設計監理費で５００万円が財政課の所管というこ

とでございまして、旧竹野いこま荘の解体の設計費

を計上いたしております。経年劣化によりまして、

屋根などの傷みがひどく、危険な状態であるという

ことで、来年度以降取り壊しを予定しているもので

ございます。 

 それから、３５６ページまで飛ばさせていただき

ます。３５６ページでございます。上から２枠目の

一番上にございます市債元金でございます。こちら

につきましては、平成３１年度は６３億４，６２３

万２，０００円、昨年度から５，２２３万１，００

０円の減といたしております。 

 それから、その下の市債利子でございます。市債

利子につきましては、例年、約定に基づくものを計

上いたしておりますけども、３０年度に新規発行予

定の市債につきましては、０．５％の利率を見込ん

でおります。それから、一時借入金の利息につきま

しては、昨年度と同様３００万円といたしておりま

す。 

 その下の公債取扱事務費でございます。こちらに

つきましては、兵庫県と市町が共同発行しておりま

したのじぎく債と言われるものなど証券発行分の

元利償還手数料などが３２万円ということになっ

ております。 

 その下の枠の土地取得費でございます。土地購入

費でございますけども、こちらは竹貫の太陽光発電

の売電収入を財源に竹貫の用地を土地開発基金か

ら買い戻すというものでございます。平成３１年度

は３，１３１万７，０００円ということでございま

して、平成２７年度から３１年度まで買い戻しをし

ておりますけども、およそ３６％の用地をこれで買

い戻しができるということになるものでございま

す。 

 それから、１枚めくっていただきまして、３５８

ページをごらんください。一番上の市債管理基金積

立金でございますが、先ほど申し上げましたのじぎ

く債の償還分を毎年３，０００万円、５年間積み立

てるものでございまして、平成２６年度、それから

２７年度分の同意債分、合わせて６，０００万円と

いうことでございます。 

 その下の予備費ですけども、従来１，０００万円

ということにしておりましたけども、３，０００万

円増額しまして、予算外の支出に備えるために４，

０００万円としております。 

 続きまして、歳入のほうをご説明させていただき

ます。 

 財政課が所管しておりますものは、１５ページの

ほうに戻っていただきまして、こちらの１５ページ

以降の地方譲与税からということになります。地方

譲与税、各種交付金につきましては、それぞれ平成

３０年度の決算見込み、それから平成３１年度の国

の地方財政計画における対前年度伸び率から推計

して予算計上しております。 

 その中で、１５ページの最下段、先ほども申し上

げましたけども、森林環境譲与税、それから１９ペ

ージ最下段の子ども・子育て支援臨時交付金が平成
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３０年度新たに創設されたものということでござ

います。 

 また、消費税率の引き上げに合わせまして、１９

ページの２枠目の自動車取得税交付金が、これが９

月末で廃止されまして、その下の枠の環境性能割交

付金が１０月より新たに創設されるということに

なります。 

 それから、２１ページをごらんください。一番上

段の地方交付税につきましては、先ほど概要で申し

上げたとおりでございます。 

 それから、少し飛びまして５４ページをお開きく

ださい。２つ目の枠の太陽光発電事業特別会計繰入

金５，４７４万３，０００円のうち、財政課のほう

で所管しております分は、先ほど歳出のほうでも申

し上げましたけども、竹貫の太陽光発電に係る分で

ございまして、買い戻しの額と同額の３，１３１万

７，０００円が財政課所管の分ということになりま

す。 

 それから、６９ページをお願いします。上から３

段目の臨時財政対策債でございます。こちらも先ほ

ど申し上げましたように、地方財政計画で平成３１

年度はマイナス１８．３％とされておりますので、

それに合わせて２億６，９１０万円の減額で１１億

２６０万円を計上いたしております。 

 なお、９ページになりますけども、第３表の地方

債のほうの下から３行目に臨時財政対策債を同額

計上いたしております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、防災課長。 

○防災課長（宮田  索） ２７６ページをお開きく

ださい。説明欄の一番下の項目、非常備消防事業費

が防災課所管分でございます。１枚めくっていただ

きまして、２７８ページをごらんください。例年と

変化のあるものにつきましては、上から３行目の消

耗品、こちらのうち１，０００万円を消防団の安全

装備としまして、爪先をガードする安全性の高い作

業用の長靴を配備するというものでございます。そ

れから、中ほど少し下段にあります事業用備品につ

きましては、消防ポンプ自動車４台、豊岡２台、日

高１台、出石１台を更新するものでございます。そ

の他につきましては、例年と大きく変わっておりま

せん。 

 それから、同じページの説明欄の下の枠の２つ目

の項目です。防火水槽整備事業費、それからその次

の項目の消火栓管理費が防災課の所管分でござい

ます。こちらも例年と大きく変わっておりません。 

 １枚めくっていただきまして、次の２８０ページ

をごらんください。水防事業費、それから円山川防

災センター管理費につきましても、これも例年と大

きく変わってございません。 

 次の枠の災害対策事業費ですけれども、こちらの

ほう、１枚めくっていただきまして２８２ページを

ごらんください。この中の上から７行目の土砂災害

対策支援事業費、こちらが建築住宅課の所管で、そ

れ以外のものが防災課の所管というふうになりま

す。こちらについても例年と大きな変更はございま

せん。 

 次の項目の防災行政無線管理費、こちらにつきま

しても例年と大きくは変わっておりません。 

 その次の項目、防災行政無線整備事業費、こちら

につきましては防災行政無線のデジタル化のため

の整備事業費ということでございます。今年度、平

成３０年度から着手をしております３カ年事業の

２年目の事業費というふうになります。 

 次の地域防災充実事業、自主防災育成対策事業費

につきましては、例年と大きく変わっておりません。 

 一番下の項目の避難所充実事業費につきまして

は、保存期間の切れそうな備蓄物資の補充と津波避

難場所の整備に係る補助金ということでございま

す。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただき

ます。 

 ６６ページをお開きください。雑入の説明欄の中

ほどの消防団員交付金等、こちらのほうが防災課の

所管になってございます。 

 それから、１枚めくっていただきまして、６８ペ

ージです。市債の一番下の欄の消防ポンプ自動車、

それから、さらに１枚めくっていただきまして７０
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ページの上から２行目の消火栓、その次の防火水槽、

それからデジタル防災行政無線、こちらのほうが防

災課の所管というふうになってございます。 

 それから、債務負担行為のほうにつきましては特

にございません。 

 ９ページをお開きください。第３表の地方債です。

先ほど６８ページで説明をさせていただきました

消火栓、それから防火水槽、デジタル防災行政無線、

こちらのほうが防災課の所管となってございます。 

 防災課分は以上でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 次、税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） １２０ページをごらんく

ださい。上から３段目でございます。還付金及び返

納金でございますが、前年同額の３，４００万円で

ございます。 

 １３４ページをごらんください。下から７行目で

ございます。税務総務費でございます。これについ

ては、前年と大きく変更いたしておりません。 

 それから１ページめくっていただきまして、賦課

徴収事務費でございます。これにつきましては、大

きく変更があったのは中段あたりに業務委託料と

いう項目がございます。そこの中の４行目でござい

ますが、基幹システム改修業務ということで、３１

年度新規事業を上げております。２本でございます。

１本につきましては、本年１０月から地方税共通納

税システムが全国一斉で導入されます。どういうこ

とかといいますと、納税義務者が、特徴の市県民税

だとか法人住民税の納付なんですが、全国全ての地

方公共団体１回の操作で電子的に納付ができると

いうふうなことでございまして、その分の改修費で

ございます。それともう一つは、固定資産税の納税

通知書なんですが、従来は手作業で封入、封緘作業

やっていたのですが、この分を機械的に封入、封緘

するための改修費でございます。その分合わせまし

て１，３７７万５，０００円ということになってま

す。 

 その下でございますが、これにつきましては固定

資産税納税通知書の封入、封緘するための業務委託

料でございます。３１５万７，０００円でございま

す。 

 それから負担金、少し下がっていただきまして負

担金なんですが、４１５万９，０００円で、前年比

で７０万６，０００円の増となってます。増の原因

としましては、一番下にあるんですが、兵庫県電子

自治体推進協議会のほうの負担金がふえておりま

す。これにつきまして、先ほど言いましたように、

地方税共通納税システムの県全体で改修する分の

負担金の増ということでございます。 

 それから、下がっていただきまして、固定資産税

評価替事業費でございます。これにつきましては、

平成３３年度の評価がえに向けて２カ年目になり

ます。標準宅地と農地、山林の鑑定業務、それから

土地下落に伴う時点修正のための鑑定業務でござ

います。 

 続きまして、歳入でございます。１３ページ、１

４ページをごらんください。まず、個人市民税で３

２億７，１００万円、前年度比でプラス０．９９％、

金額にしまして３，２００万円の増額としておりま

す。増額の原因なんですが、平成３０年度から県下

で特別徴収一斉指定を開始しておりまして、３０年

度の分の４月、５月分が３１年度の収入になるとい

うようなことで増額といたしております。 

 それから、法人市民税で６億５，１７０万円、プ

ラス２．１８％、１，３９０万円の増としておりま

す。法人市民税につきましては、予測が非常に難し

いんですが、当初予算としましては平成３０年度の

決算見込みと、それから数年間の決算を勘案して算

出しているところでございます。 

 それから固定資産税でございますが、４９億６，

９００万円で、前年度比マイナス０．５６％、金額

２，８００万円の減少となってます。減少は土地の

下落が相変わらず続いておるということで、市街地

を対象とした時点修正で減といたしております。 

 それから、その下の軽自動車税でございますが、

２億８，０１９万円で、前年度比プラス２．８８％、

金額で７９０万円の増といたしております。これに

つきましては、最初の新規検査から１３年を経過し

た車両につきましては重課税ということでござい
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まして、その分で増になるということで算出いたし

ております。 

 その下の環境性能割でございますが、本年１０月

から消費税が増額されることから、自動車取得税が

廃止されるかわりに新たに設けられたもので、４５

０万円計上いたしております。 

 その下の市たばこ税でございますが、４億９，５

００万円で、前年度比マイナス４．４４％、金額２，

３００万円の減少といたしております。これにつき

ましては、相変わらず喫煙人口の減少、それから喫

煙量の減少ということでございます。 

 それから、１５ページ、１６ページ、入湯税でご

ざいますが、１億３，３８３万４，０００円、前年

度比で１７０万８，０００円の減というふうなこと

でございます。これにつきましては、大規模施設が

耐震改修の工事に入るというふうなことを聞いて

おりますので、その分を減収といたしております。 

 それから、都市計画税でございますが、これは滞

納繰り越し分のみとなってますが、４０万円を計上

いたしております。 

 次に、２８ページをごらんください。下の表の総

務手数料の徴税手数料でございますが、前年実績を

勘案して５９６万４，０００円でございます。前年

比で１０万円の減、これは督促手数料の減少という

ふうなことでございます。 

 続きまして、４８ページ、下の表の２行目でござ

います。県民税徴収事務委託金でございますが、こ

れにつきましては、県民税の徴収を県のほうから受

託しておりまして、その委託金でございます。１億

２，０００万円で前年同額でございます。 

 続きまして、５６ページをごらんください。真ん

中あたりの延滞金でございますが、７００万円で前

年同額でございます。 

 続きまして、１ページめくってもらって５８ペー

ジ、滞納処分費でございますが、２５万２，０００

円ということでございます。 

 税務課、以上でございます。 

 それから、軽自税なんですが、ちょっと間違えて

まして、２億８，０１９万円と言っとったんですが、

（「ちょっと待ってください、何ページ」と呼ぶ者

あり） 

○分科会長（井垣 文博） 何ページですか。 

○税務課長（中奥 政明） １３ページの軽自動車税

でございますが、訂正させてもらいます。正しくは

２億８，１９０万円でございます。済みません、訂

正お願いいたします。 

○分科会長（井垣 文博） それでは、次に、城崎振

興局地域振興課長。 

○城崎振興局地域振興課長（熊毛 好弘） １０９ペ

ージ、１１０ページをお開きください。真ん中より

少し上あたり、１３の城崎振興局費の庁舎管理費で

す。前年度と比較をして１，４０３万６，０００円

の増額予算としております。主な要因につきまして

は、まず７行目の修繕料です。２９４万３，０００

円で、経年劣化をしております電気設備機器等を修

理するものでございます。それから、下から９行目

ぐらいにあります補修工事費１，１５０万円です。

これにつきましては、城崎庁舎の敷地内における地

盤沈下による段差解消ですとか、クラックの補修、

それから老朽化したゲート式駐車場機器の撤去に

あわせて、ユニバーサルデザインに配慮したような

駐車場整備ということで増額という予算を計上し

ております。 

 その下、自動車管理費です。これにつきましては、

公用車両のリース代及び車検に伴います３８万３，

０００円を増額しております。 

 歳入については、例年どおりです。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、竹野振興局地域振

興課長。 

○竹野振興局地域振興課長（福井 正幸） １１２ペ

ージをお願いいたします。１４目竹野振興局費、庁

舎改修費につきましては、庁舎の光熱水費等通常経

費のほか、庁舎内の洋式トイレを洗浄式便座にかえ

るための修繕料、及び経年劣化による電気設備の改

修工事が主なものでございます。 

 次に、３１０ページをお願いいたします。３１０

ページ、仲田光成記念全国かな書展開催事業費は、

第１９回展を開催するための経費でございます。 
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 続いて、歳入についてご説明いたします。６６ペ

ージをお願いします。中段より少し下ですけども、

雑入で美術展等出展料のうちの全国かな書展１４

３万２，０００円は、仲田光成記念全国かな書展へ

の出展料でございます。 

 私からは以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、日高振興局地域振

興課長。 

○日高振興局地域振興課長（和藤 達也） １１４ペ

ージをお願いいたします。中段あたり、日高振興局

費の庁舎管理費です。総額で前年度と比較して６，

５１５万６，０００円の増となっております。その

主な要因は、１１４ページの下から９行目にありま

す庁舎整備工事費でございます。日高庁舎は、３０

年度から長寿命化、多機能化として、庁舎の改修工

事を行っており、３１年度は庁舎の外装塗装、屋上

の防水シートの更新をするとともに、２階の空調機

器を個別エアコンとし、冷暖房の効率を図るなど省

エネ化を図ることとしております。また、庁舎管理

費の上から６行目の光熱水費でございますが、庁舎

２階に豊岡市商工会が移転することに伴いまして、

前年比で約２８％、９２万３，０００円の増額を見

込んだ予算としております。 

 次に、１１４ページ、下から７行目、自動車管理

費でございます。これは、日高振興局が所管する１

０台の公用車に係る管理費でございます。 

 最後に、８ページをお願いいたします。地方債で

ございます。上から５行目、庁舎整備事業費です。

これは日高庁舎整備にかかります緊急防災・減災事

業債でございます。 

 日高振興局からは以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 続きまして、出石振興局

地域振興課参事。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） まず、

歳出のほうですが、８６ページをごらんください。

８６ページです。説明欄の上の枠の一番下になりま

す財産管理費でございます。４３２万１，０００円

のうち１３２万１，０００円が出石振興局分でござ

います。これにつきましては、昨年１０月に出石庁

舎の南駐車場内と、それから隣接します市道内に未

登記となっている用地がそれぞれ２筆ずつ、合わせ

て４筆存在することが判明いたしました。調査の結

果、駐車場内の１筆と隣接市道１筆につきましては

相続人が判明いたしましたので、早速に状況説明に

お伺いし、寄附をいただくことにつきましてご理解

とご協力をいただきましたことから、手続を進めま

して、去る２月１４日に市への所有権移転登記が完

了したところです。 

 もう一方の駐車場内１筆と隣接市道の１筆につ

きましては、登記名義人もその相続人ももう既にお

られないという状況でございましたので、所定の手

続を踏みまして、時効取得による所有権移転を行お

うとするもので、今回その費用としまして登記委託

料と、それから旅費などで１３２万１，０００円を

予算計上させていただいております。 

 次に、１１６ページをごらんください。上から１

１行目です。庁舎管理費です。総額で２，８７１万

円を計上いたしておりまして、対前年度当初予算比

で６５６万５，０００円の増額となってございます。

主な内容につきましては、６行下の修繕料が雑排水

用のポンプユニットの修繕などで１０７万７，００

０円増の２５７万６，０００円、それからそこから

１３行下になりますが、業務委託料が庁舎長寿命化

計画の策定業務などで９３３万１，０００円増の１，

３２０万円、それからさらに９行下の補修工事費に

つきましては、３６２万６，０００円減の３７０万

円となってございます。 

 続きまして、３１６ページをごらんください。３

１６ページです。中ほどの出石永楽館歌舞伎開催事

業費でございます。総額で７，７８６万８，０００

円を計上いたしております。対前年度当初予算比で

４８２万４，０００円の増額となってございます。

主な内容につきましては、全体としまして消費税率

の引き上げ分を見込んでますのと、それに加えまし

て、ちょうど１２行下にあります事業委託料が出演

俳優や制作、演出、舞台等の人件費等のアップなど

もございまして、３６８万円の増額の５，３９０万

円となってございます。 
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 それから、次にその下の伝統的建造物群保存地区

保存事業費でございます。総額で３，１２１万３，

０００円を計上いたしております。対前年度当初予

算比で１，０５９万４，０００円の増額となってご

ざいますが、主な内容につきましては、めくってい

ただきまして３１８ページの上から１１行目あた

りです。補助金ですけども、これが伝統的建造物４

件の修理事業費補助で１，０２５万７，０００円増

の２，７０３万３，０００円となってございます。 

 続きまして、歳入になります。同じく主なものの

みご説明申し上げます。 

 まず、伝建事業に係るものでございまして、３６

ページをごらんください。３６ページです。上から

３枠目の５節社会教育費補助金の４つ目にありま

す重要伝統的建造物群保存地区保存修理費補助金

１，３５６万２，０００円が先ほど申し上げた修理

事業４件分の国庫補助金分です。２分の１補助とな

ります。 

 次に、４８ページをごらんください。４８ページ

です。一番上の５節、同じく社会教育費の補助金の

３つ目になります。伝建保存修理費補助金の６７８

万１，０００円が県補助金分となってございます。

これは４分の１補助ということでございます。 

 次に、永楽館歌舞伎開催事業に係るものです。５

４ページをごらんください。５４ページです。下か

ら３枠目です。地域振興基金繰入金です。２億５１

万１，０００円のうち２００万円が永楽館歌舞伎開

催事業への充当分となってございます。 

 次に、６０ページをごらんください。６０ページ

の３節雑入、真ん中あたりですけども、の上から６

行目にございますパンフレット６１万２，０００円

のうち６０万円が当日のパンフレットの広告料分

です。 

 それから、その下、１０行下の書籍等です。１６

４万５，０００円のうち１６２万５，０００円が同

じくパンフレットの販売収入分を見込んでます。 

 次に、６６ページをごらんください。６６ページ

です。上から１１行目あたりになりますが、歌舞伎

開催事業の協賛金としまして２０万円を、また、そ

の４行下にあります永楽館自主事業助成金として、

これは日本芸術文化振興協会から３００万円を、ま

たその６行下にあります兵庫県市町村振興協会市

町交付金、いわゆる宝くじの交付金ですけども、１，

９００万円を、さらにその７行下の市民会館等入場

料の永楽館分です。５，１３６万円を歌舞伎のチケ

ット販売収入としてそれぞれ見込んでおります。 

 私からは以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 但東振興局地域振興課長。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） １１８ペ

ージをごらんください。説明欄の上段、但東振興局

庁舎管理費です。説明欄中段にございます２０１９

年度は補修工事費として２０９万６，０００円を計

上しております。これは、庁舎の非常電源用発電機

の改修を行おうとするものです。 

 続きまして、３２８ページをごらんください。３

２８ページです。説明欄の中ほどに但東市民センタ

ー管理費を計上しております。主なものとしては、

保守点検委託料でございます。 

 歳入につきましては例年どおりとなっておりま

す。 

 以上で説明を終わります。 

○分科会長（井垣 文博） 説明は終わりました。 

 ここで分科会を暫時休憩いたします。再開は１０

時４０分。 

午前１０時２８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３８分 分科会再開 

○分科会長（井垣 文博） それでは、おそろいでご

ざいますので、休憩前に引き続き分科会を再開いた

します。 

 それでは、質疑のほうをお願いいたします。 

 質疑はございませんか。 

○分科会長（井垣 文博） はい、どうぞ。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 永楽館歌舞伎のことなんだけ

ども、簡単に言うと、収入、ざっと今いろいろと報

告いただいたんだけども、それと支出、いわゆるプ

ラス・マイナスどういう状況で、それで市の予算が
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どれだけ行ってるのかな。かつてはなかなか売れず

に困ってた時代もあったんだけども、今はもう１０

０％売れているというふうに聞いてますから、興業

としては十分成り立ってるのかなというふうなこ

とを思うんだけれども、その辺のちょっと簡単でい

いんで、プラマイも含めて、さっきざらっと説明が

あったけども、ちょっとプラス・マイナスがちょっ

と追いつかなかったんで、その辺を教えてほしいん

だけど。 

○分科会長（井垣 文博） 出石地域振興課参事。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） ちょっ

と収支でいきますと、収入のほうが７，７７８万５，

０００円となります。 

○委員（椿野 仁司） ７，７００万円ね。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） はい、

７，７７８万５，０００円です。支出のほうが７，

７８５万９，８６８円なんですけどね、細かいとこ

まで言いますと。 

 予算上は差し引きしまして８万３，０００円が一

般財源の持ち出しということになってございます。

ただ、先ほど言いました基金の繰入金、それから宝

くじ助成金、交付金ですね、このあたりの調整によ

って、そういった状況であるということでございま

す。 

 先ほど委員のほう触れられましたように、３０年

度の販売率ですけども、１００％なんです。予算上

は、ただ、これまでのことがありますので、９７％

程度で今見込んではおりますけども、このところの

歌舞伎人気といいましょうか、愛之助人気といいま

しょうか、こちらも全部売る努力は引き続きさせて

いただきたいというふうに考えてございます。以上

です。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 今のさまざまな交付金という

か、一般財源を少なくしてそういうテクニックをや

るということは大事な要素なんで、ぜひともこの事

業がずっとまた続いて、本当にすばらしいものにな

るように期待をいたしております。 

 もう１点。入湯税の件なんだけども、ちょっと多

分わからないのかなと思うんですが、さっき入湯税

の収入等があったんですけれど、入湯税の目的税は

防火水槽だとか消火栓等々にも使えるということ

で、幾つかあるわけなんだけども、先ほどの報告と

いうか説明の中に、防火水槽と消火栓の支出があり

ました。で、入湯税がどのようにその中に歳入とし

て埋められてるのかなというとこら辺がちょっと

わからないんだけども、わかりますかね、それって。

一般財源に入っちゃってるから色がついてないか

らわからないといえばわからないんだけども、基本

的に入湯税は目的税ですよね。今の幾つか、４つか

５つかの目的に応じて中に防火水槽とか消火栓の

整備というものが入ってると思うんだけど、入湯税

が、その今の事業に対して入湯税がどれだけこの中

に入ってるかっていうのは私にはわからないんだ

けど、わからないですかね、これは。難しいですか

ね。 

○分科会長（井垣 文博） 塚本課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） ちょっと先ほどの資料ナ

ンバー４というこの資料をごらんいただきました

ら、これ３１年度の予算の説明資料なんですけども。

そちらのほうの資料で４１ページをお開きいただ

きましたら、ここに大きくですけども、入湯税の使

途の状況ということで、このようなものに充てる予

定にしてますということで出させていただいてお

ります。例えば、城崎の湯島財産区の特別会計繰出

金、あとほかには観光施設管理費、それから防火水

槽、消火栓管理、観光事業というようなことで、こ

の一般財源にということで、ちょっと個々の何にと

いうのまではちょっと充当の資料というのはござ

いませんけど、事業ごとにというような感じで充当

させていただいているということでございます。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） この１億数千万円の毎年それ

ぐらいの入湯税があるんだけれども、年ごとによっ

てはこの５の項目のいわゆる割合が違いますよね。

例えば防火水槽だとか消火栓によく使った年もあ

れば、観光事業にたくさん使ったときもある。それ

から場合によっては、これ湯島財産区の３，０００
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万円は固定なんだけど、観光施設管理の一般財源に

充当とかね、こういうので割合がそれぞれ違います

よね。だから、毎年防火水槽にこの入湯税が例えば

どれだけあてがうかっていうことは決められてな

いんだよね、予算的には。そうだよね。 

○分科会長（井垣 文博） 塚本課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） そうですね、特にこの分

で幾らとか、この事業に幾らというような割り当て

は毎年してないです。結果的に一般財源で残った分

に充当してるというような、例えば防火水槽でした

ら起債なんかがありますんで、その残りの起債の残

に充ててみたりというような格好でさせていただ

いております。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

○委員（椿野 仁司） はい、もういいです。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） 委員長、

済みません。 

○分科会長（井垣 文博） どうぞ、村上参事。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） 先ほど

お答えしたときに、永楽館歌舞伎の歳出の額、端数

まで細かい数字を申し上げたんですけども、予算上

と少しこうちょっと私の資料とずれがございまし

て、訂正をお願いしたいんですが。歳出のほうが７，

７８６万８，０００円ということで、先ほど申し上

げた８万３，０００円の持ち出しということになり

ますので、訂正しておわび申し上げます。 

○分科会長（井垣 文博） ほかに。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 最初にちょっと重たげな話、

質問するんですが、市民税、法人市民税の超過課税

の問題なんですけども、まず、市民税の超過課税っ

ていうのは、市民税、県民税合わせて１０％ですね。

所得の１０％か、合わせて。それで、そのうち市民

税が６％なんだけども、それを６．１にしてもらっ

てますね。その０．１分が２つ合わせて５，０００

万円だと。ところが、法人市民税のほうは全体の税

率が６億５，０００万円ほど、予算書でね、１２ペ

ージの。６億５，０００万円ほどなんだけども、全

体が。これに対して法人市民税の超過分が１億２，

０００万円ありますね。この法人市民税の超過分と

いうのは、法人税が何％かよう知らんだけども、ご

っつい率が高いですね、全体に比べて、超過分が。

法人市民税はね。これは何でこんな高いですか。 

○分科会長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 法人市民税につきまして

は、所得から控除を引いて課税標準額出して、市民

税が６％ですけど、０．１％プラスして６．１％と

県民税が４％で１０．１％です。増加分が０．１％

です。法人市民税は限度額までやってまして、標準

が９．７％、１２．１％ということで出してますの

で、法人市民税のほうが大きいということですね、

超過分が。約１億２，０００万円ぐらいあるんです

が……。 

○委員（村岡 峰男） １億２，０００万円ぐらいあ

りますね。 

○税務課長（中奥 政明） はい。 

○分科会長（井垣 文博） ちょっと、村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 法人市民税は、じゃあ、法律

上認められとる限度額まで取っているということか。 

○分科会長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） そうです。法律上の限度

額まで。兵庫県下でも限度額まで取っているところ

が多いですね。という状況でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） もう一遍、じゃあ率、もう１

回、率を教えて。標準が９．……。 

○分科会長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 標準が９．７を１２．１％、

限度額の１２．１％取っているということです。 

○委員（村岡 峰男） １２．１。 

○税務課長（中奥 政明） ですね、はい、そうです。 

○委員（村岡 峰男） わかりました。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい、いいです。 

 ついでにいいですか。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 同じような話で、３５ページ

の地方創生交付金がありますね、３５ページ。これ
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対前年に比べて４，８００万円下がっとんだけども、

地方創生、ごっつい馬力で叫んどるんやけども、何

でこんなに下がりますの。 

○分科会長（井垣 文博） 永井課長。 

○政策調整課長（永井 義久） ３１年度で、地方創

生交付金につきましては、３年を上限、あるいは５

年を上限という事業がありまして、３年を上限でな

くなる事業というものがございました。それが、国

に申請してますパッケージの部分で大きな塊のも

のが１つ、３年間経過したということでその分の事

業費が大幅に削減といいますか、減額されたという

ことでございます。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） なるほど。 

 じゃあ、もう一つだけ。 

 １３２ページのジェンダーギャップありますね。

これ、調査をするということで、アンケート調査を

されるんだけども、業務委託をしなきゃならんこと

なのかなという気がするんですけど、何で業務委託

するんかなと。 

○分科会長（井垣 文博） 永井課長。 

○政策調整課長（永井 義久） アンケート調査に係

る業務の委託ということだと思います。済みません、

詳細なことはちょっと把握をしておりませんです

けども、やはり専門的なジェンダーという、地域や

家庭や、それから職場ということを含めた全体のこ

とですし、職員で設問といいますか質問を設計した

りということは、調査結果に大幅に誘導したり、そ

うじゃないほうに変わる可能性もございますので、

ここは委託ということでしているかと思っており

ます。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 豊岡の市民に対するアンケー

トだと思うので、当然、委託先は豊岡市内の業者で

すか。豊岡市内にそういう専門業者があるのかなと

思って、あわせて。 

○分科会長（井垣 文博） 永井課長。 

○政策調整課長（永井 義久） そこは今後、入札な

のかどのような委託になるかちょっとわかりませ

んけども、新年度に入りましてから所定の手続で、

市内になるのか市外になるのかちょっとわかりま

せんけども、そういうような契約で手続をさせてい

ただきたいと思っています。 

○委員（村岡 峰男） 結構です。 

○分科会長（井垣 文博） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 細かい話、１点だけ。 

 １３６ページのところで、先ほど固定資産税の納

税の通知書の機械購入費ということで３１０万円

かかる話聞きましたけども、これ何台購入される予

定で、リースなのか、もう買い取っちゃうんですか

ね。こういった、消耗品のような機械というのはど

ういう、買い取りの価格ですかね先ほどのは。 

○分科会長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 買い取りということでは

なしに、今までは納税通知書と物件がたくさんある

場合にはかるた取りをして、職員が入れとったんで

すよ。 

○委員（芦田 竹彦） 手作業でしとったいう、はい。 

○税務課長（中奥 政明） はい。それを機械的に封

入、封緘までやっちゃおうというようなことで外に

出します。出して、入れてもらったものを納品して

もらうということで、買うとかそういうようなこと

ではございません。 

○委員（芦田 竹彦） 外へ委託してるんですね。 

○税務課長（中奥 政明） はい、そうです。 

○委員（芦田 竹彦） その金額がさっき言われた３

１５万……。 

○分科会長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 作業にかかる分が３１５

万７，０００円で、システム改修が要りますので、

システム改修費が８２８万９，０００円でございま

す。システム改修をして、３１５万７，０００円で

業者委託するというふうなことで、そういうことで

す。 

○委員（芦田 竹彦） わかりました、結構です。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

 ほかいかがでしょう。 

 永井課長。 
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○政策調整課長（永井 義久） 先ほど地方創生推進

交付金で切れる事業というようなご質問をいただ

いて、大まかなという一くくりの事業と申し上げま

した件でございますけども、具体的に申し上げます

と、「豊岡が好きだから帰ってくる」事業というこ

とで、１３の、例えばＵターンの就職発信事業であ

りますとか、英語教育の一部のようなものをパッケ

ージ組んでおりましたですけども、それが４，２０

０万円余りございます。それが１つなくなる事業で

ございます。 

 それから、もう一つが「世界の先端芸術に包まれ

る『飛んでるローカル豊岡』」事業ということで、

７つの事業をパッケージにしたものでございます

けども、例えば移住定住のプロモーションの戦略事

業でありますとか、移住相談会みたいな事業でござ

います。それが２，６７０万円余りのものです。そ

の２つのものがなくなるということです。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員、よろしいです

か。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 先ほど村岡さんが聞かれた関

連ですけども、予算書１３２ページのジェンダーギ

ャップ対策事業費の関連ですが、業務委託というこ

とでアンケート調査、そのアンケートのやり方とい

うのは郵送によるものなのか、例えば訪問して聞き

取りも含めたやり方をされるのかが１点と、それか

らこのアンケート結果を踏まえて、次にどのような

展開を考えておられるのか、何か構想があればお聞

かせください。 

○分科会長（井垣 文博） 永井課長。 

○政策調整課長（永井 義久） 訪問か郵送かという

ことでございますけども、そのあたりは仕様書を今

後、新年度に入りましてからつくりますので、その

ことがはっきりしましてからまたお知らせできる

かと思います。現段階ではちょっと詳細には考えて

おりません。 

 それから、次にどのようなことを進めていくかと

いうところでございますけども、意識調査、アドバ

イザーのご意見を伺って、２０２０年度にジェンダ

ーギャップ解消のための戦略をつくるということ

ですので、その戦略の中でどのようなことをやるか

ということは意識調査によってその中で方向を示

していきたいというふうに思っています。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 印象としては、結構時間がか

かる印象を受けるんですけど、その先の取り組みの

枠組みぐらい構想がないと、即行動というか事業化

するというのは難しいんじゃないんですかね。そう

いった結果が出てから計画を立てるというのもあ

るでしょうけど、同時進行で計画を進めていくとい

うのは考えておられませんか。 

○分科会長（井垣 文博） 永井課長。 

○政策調整課長（永井 義久） 済みません。地域、

職場、家庭ということです。現に１月に策定しまし

た職場を中心としますワークイノベーション戦略

の中では、職場を中心に進めていって、家庭や地域

に波及ということを考えて戦略立てをしておりま

すけども、それでは少し弱いというところもありま

すので、直接的なといいますか、そういった戦略を

つくるためにジェンダーギャップ解消戦略という

少し大きな戦略を検討しているというふうにお考

えいただけたらと思います。 

 並行作業としては、ワークイノベーション戦略を

進めながらやっていくというふうに考えておりま

す。 

○分科会長（井垣 文博） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） それと、企業や市民、それか

ら地域という説明でしたけども、例えば豊岡市内の

いろんな各集落単位といいますか行政区単位で因

習、風習もありましょうし、それから現実に区長さ

んに女性がゼロというような実態もあります。どこ

まで掘り下げてジェンダーギャップを明らかにす

るのかというとこら辺はどんなふうに考えておら

れますか。 

○分科会長（井垣 文博） 永井課長。 

○政策調整課長（永井 義久） 非常になかなか進め

る上では戦略性ということが必要だろうというふ

うに思っています。今、市の中で戦略的政策評価と



 16 

いうことをやっておりますので、できる限り効果が

上がるものを、４年から５年ぐらいで効果が上がる

ものを戦略目的に定めて進めるというようなこと

でやっておりますので、次の戦略のほうも非常に長

期的なものになりますが、どのようなものが効果に

なるのかということを定めて戦略はつくられると

いうふうに思っています。現段階ではこのようなこ

とでお許しください。 

○分科会長（井垣 文博） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 非常に難しいと思いますけど、

ぜひ頑張ってやってください。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 清水委員。 

○委員（清水  寛） ちょっと基本的なところの話

でお聞きしたいんですけど、これはちょっと財政課

なのか政策調整課なんかちょっとわかんないです

けども、見積もりを通常、予算の場合で計上して、

その後入札にかけてということではあるんですけ

ども、その場合、見積もりが、職員がつくるものと

業者がつくるものというのがあるのかなと思うん

です。その場合、業者の方から見積もりをとられる

場合に費用が発生しているのかどうかということ

が１点と、通常、見積もりを出していただいた業者

という方は恐らく入札から外されると思うんです

けども、そういうとこら辺で入札を持っていく手前

のほう、いわゆる見積もりをしていくという段階で

の考え方というものをちょっと教えていただきた

いと思うんですけども。 

○分科会長（井垣 文博） 塚本課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） 予算の見積もりにつきま

しては、工事なんかでしたら設計士が実際設計して

くくっている場合もありますし、委託料や修繕なん

かでは業者さんのほうに見積もりをお願いして提

出していただいているというようなケースもござ

います。 

 ただ、入札に関してどうかと言われたら、ちょっ

と財政課のほうではその辺はわからないんで、総務

課のほうに聞いていただいたほうがいいのかなと

思いますけども、そういうようなことで、一応業者

さんに見積もりとる段階ではこれは予算のための

見積もりですよということで十分周知していただ

いて、予算の見積もりをとってもらっていると思っ

ております。 

○分科会長（井垣 文博） 土生田部長。 

○政策調整部長（土生田 哉） 今、委員からご質問

いただいた件は、午後から総務課が参りますので、

私どものほうからおつなぎをさせていただきます

ので、その旨の。契約案件につきましては総務課の

ほうからご回答させていただきます。 

○分科会長（井垣 文博） ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

○委員（清水  寛） はい。 

○分科会長（井垣 文博） ほか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 超過課税の件なんだけども、

間違っとったらまた訂正してください。 

 旧豊岡市に都市計画税が当時５，０００万円だっ

たかな、私の記憶だと、があって、それだけのそれ

が存在してて、それで都市計画税っていうのは今の

特に下水の各下水道のためのそういった施設等々

に充当して市民が負担するというふうなことだっ

たと思うんですけど、当時の目的は。それを広く浅

くということで超過課税をかけられたんだけども、

今、現状、超過課税なるものが、かつては夕張と豊

岡だけって言われとったんだけど、夕張はもうやめ

ちゃった。そうだよね、たしか。 

 都市計画税っていうのはいろいろと都道府県に

よって、またいろいろとあるし、今言う私は、市町

村で個人所得、いわゆる超過課税をかけてるのは今

豊岡だけになってるんですね、日本の中で。それで、

何が言いたいかっていうと、今、現状、都市計画税、

当時の豊岡市の都市計画税を広く浅くして、廃止し

て、超過課税になった経緯から考えて、今現状とし

て、今のこの例えばこの資料を見たら、ことし予算

の中に下水道事業会計、一般会計の負担金で２９億

４，０００万円ほどあるわけだね。これは今の超過

課税に見合ったどうのこうのとか数字的には合わ

ないんだけども、一体現状として、超過課税でどう

いう状況なのかな。これ超過課税って固定資産税も
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かかるな。 

 トータルで今、超過課税でどれだけあって、それ

で当時からの振り返ってみて５，０００万円ほどの

都市計画税が今現状としてどういうふうな推移を

してるのかなというとこら辺を教えてもらうとあ

りがたいんだけど。（「５億や、５億」と呼ぶ者あ

り）５億か、５，０００万円じゃない、５億だ。 

○分科会長（井垣 文博） 土生田部長。 

○政策調整部長（土生田 哉） 当時の都市計画税の

議論のときには旧の豊岡市さんが課税されてまし

た都市計画税５．７億円、これのご議論であったと

記憶をいたしております。３１年度の当初予算で今

のところ、超過課税の税収見込みは合計、個人市民

税と法人市民税、それから固定資産税合わせまして

４億９，８００万円という予定をいたしております。 

 それから、先ほど議員がおっしゃいましたように、

市町村のレベルで個人市民税の所得割で超過課税

をしておりますのは、我が豊岡市のみでございます。

ただ、法人税の均等割につきましては全国で３８８、

法人税割であれば９９９、それから固定資産税につ

きましても１５３団体ということで、全国の中では

超過課税採用というところは多数ございます。また、

県民税まで合わせますとその数はもっとふえてく

るということではございます。 

 先ほど議員おっしゃいましたように、その当時の

５，７億円にこの税収をなくして市財政を運営する

ことは当時難しいというご議論の中で、議会のほう

でもご議論をいただき、現在も４億９，８００万円

の超過課税税収があることによって市財政が賄え

ているということで、今後もここの部分については

そう大きく変更することはあり得ないだろうなと

いうふうな考え方を持っております。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 都市計画税の目的っていうの

は一体何にあるんですか、だとしたら。目的を教え

てください。私にはよくわかんない。 

○分科会長（井垣 文博） 土生田部長。 

○政策調整部長（土生田 哉） 当時のご議論では下

水道、議会の中で一番あったのは下水道の償還財源

としてそれぞれの町が用意してきているもの、今後

において負担しなければならないものが著しく低

いであろうということでありましたし、たしか都市

街路であるとか道路事業であるとか、それらの公園

事業であるとか、そういうものも押しなべて抑制を

されてしまうであろうから、代替財源として都市計

画税相当額を普通税の中で超過課税として代替財

源として確保しようという、当時のご議論ではその

ようであったと記憶しております。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 合併以前から下水道の借金を

いわゆる豊岡市に持ってきて、今、一体下水道の残

高、借金の残高が何ぼあって、それから今のこの４

億９，８００万円、ずっとこう当時から５億円近い

お金の超過課税をしていって、一体いつになったら、

じゃあ、それが償還できるんですか。 

 それと、ただそれだけじゃないと。この分じゃな

い、いわゆる交付金なり、何かいろいろと当然いろ

んなテクニックがあると思うんだけれども、こっか

らただこれだけで借金を返すのはちょっと相当、私、

かなり遠い未来の話になると思うんだけど、それは

一体、じゃあ、どういうふうなこれから推測ができ

るのかなという辺をちょっと教えてほしいのと、最

後に、償還が終わったら基本的にこの今の超過課税、

いわゆる都市計画税なるものはもう終わりになる

んですね。誰の時代かわからないけど。今の考え方

聞かせて。 

○分科会長（井垣 文博） 土生田部長。 

○政策調整部長（土生田 哉） ３１年度末で下水道

事業の未償還元金のほうは４４８億円ぐらいあろ

うかと思います。ただ、現在、下水道の償還財源オ

ンリーとして今の超過課税が回っているわけでは

なしに、全ての市政にまつわる一般財源として現在

頂戴をいたしております。ですから、下水道債の残

高の多寡に応じて超過課税の考え方が変わるとい

うふうなことは市のほうでは当然考えるべきでは

ないんだろうなと。 

 ただ、持続可能な市政運営を行う上において、こ

の一般財源、所要額が著しく削減することが可能で
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あるのかどうなのか、多分その超過課税のご議論の

ときにはそちらのほうがまず真っ先にされる、提供

すべき行政サービスとそれに見合うべき歳入の総

額を見きわめながら、今後もこういうご議論がある

んであろうなと。下水道債の起債の多寡のみでは議

論し得ないであろうなというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 目的が達するまで。 

○政策調整部長（土生田 哉） 目的というのはやは

り市民の方々に良好な行政サービスを提供できる

のがどうかというのがまず一つにはかかってくる

のではないかなと。目的達成という時点というのは、

なかなかまだ遠大な時期なのであろうなというふ

うに考えております。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） まあまあ、この辺にしときま

す。（「関連」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今、椿野さんの議論を聞きな

がら、改めてね、私も別の観点からこの法人市民税

の超過分ね、今、団体数で３８８か、て言われたん

ですけども、豊岡のいわゆる中小業者、いろんな法

人があると思うんですが、景気がそんなにいいとは

思えないんですね。特に豊岡の地場産業、かばんな

んかも景気よくないって話聞くし。その中で、業者

の中から税金が高いという声は出てませんか。これ

に該当する。 

○分科会長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 法人市民税で、均等割と

法人税割とあるんですが、特に高い、法人税割が発

生する場合いうと、やっぱり業績があるというふう

なことでございますので、そういう声は聞いており

ません。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 聞いておりませんでなくて、

私は個人市民税も法人市民税も率をぽんと書かれ

るだけだからわからない。取られとるね、まあ、取

られとるという言い方はええかどうか知らんけど

も、納めとる税額がほかの町に比べて高いか安いか

っていうのはわからないんですよ。わからへんから、

今、声は出てこないと思うけども、豊岡のこの税率

がもっと大々的にばあっと知れて、そしたら企業の

皆さんも、何ちゅうこっちゃ、これ高いやないかと

いう声が私は出るというふうに思います。 

 それから、個人市民税の超過が僕は豊岡だけだと

知らなんだ。夕張もまだやっとると思ったんだけど

も……（「やめなった」と呼ぶ者あり）やめたとい

うふうに聞けばね、もう最低限、これも豊岡５，０

００万円。５，０００万円払った分だけ市民に還元

があるかっていったら、余りなげえあるしね、どう

です、もうやめてほしいなということを、これは意

見も含め言っておきます。 

○分科会長（井垣 文博） ほか。 

 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） ちょっと基本的なことを教え

ていただきたいんですけども、負担金の関係で、豊

岡病院のほうに２５億９，９５２万７，０００円と

あります。非常に財政的には圧迫しておると。数字

の額、１０数年前やったら２０億円を超えてる、内

部留保金を所有があったわけですけども、もう今年

度は１億円を切ってしまうというような、本当にも

う危機的な状況と。その辺の負担金算定ですね。ど

の辺までの話の中で、当然それぞれ条例等で縛りは

あると思うんですけども、その財政状況の勘案とか、

それともう一つは一昨年までは市からの派遣職員

ということで、職員を豊岡病院のほうに派遣をさせ

とったんですけども、非常に危機的な関係を踏まえ

て、財政面からそういう面での支援といいますか、

お金と人の支援の中でやっぱり建て直しというこ

とが非常に僕は大事かなと思っとんですけども、そ

の辺の考え方を教えいただきたいと思うんですけ

ども。（「何ページ」と呼ぶ者あり）これはこれの

２０に。 

○分科会長（井垣 文博） 財政課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） 豊岡病院の負担金の関係

ですけども、一応分賦金条例というのがあると思う

んです。それに沿って繰り出しというか負担金を払
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っているというのが現在の状況でございまして、繰

り出し基準等に沿ってということになります。 

 それから、元利償還なんかもそれに合わせての償

還ということで、今回特に大きく増額になったのは、

今の医療機器ですか、そちらのほうのダヴィンチと

かＭＲＩ、それから……。３つほど大きな機械を買

っておられますけども、その分が２９年度に借りら

れた分の元金が、元金償還が始まったというような

ことでございまして、それがあと５年ほど続くとい

うような現在の状況でございます。 

 それで、ちょっと部長のほうからも一般質問の答

弁でありましたけども、それに合わせて元利償還だ

けが普通交付税に入ってくるんじゃなくて、２分の

１が繰出金ということでございますけど、市の普通

交付税はさらにそれの２分の１しか入ってこない

ということで、かなり豊岡市のほうも負担をしてい

るというような現在の状況でございます。 

 基本的には一般質問のほうでも答弁がありまし

たけども、豊岡病院のほうでまず経営を改善される

というのが基本ではないかと思っております。以上

でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 非常に、構成市町の中で負担

額、やっぱりもう豊岡市が突出すると。いわば経営

そのものの云々は全て豊岡にかかってくると。だか

ら、もう少し負担、それだけにじゃなくて、抜本的

な、それは当然向こうも議会を持たれるの、当然一

つの組合ということの中で経営をされとるわけで

すけども、もう少しなんか強くサポートしていくい

うのを考えたら、これはもう全くないと。金額が来

ればそれは淡々とそのまま予算計上して払ってい

くというようなお考えは変わりないでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 土生田部長。 

○政策調整部長（土生田 哉） 実は、３０年度の分

賦金のほうから一部手直しをしております。と申し

ますのは、今までですと病院組合の借金の元利償還

金の発生年度と当該公共団体のほうがいただくほ

うの交付税措置、これが同一年度だったんですけど

も、実は分賦金条例の中では構成市町から組合に払

うのは１年おくれ、前年度の交付税をもとに分賦金

が決まっておりました。ただ、それを３０年度から

償還の年度に構成市町のほうが病院組合のほうに

払うということで、病院側の立てかえ部分というの

は少し緩和できる、このような仕組みも３０年度に

は分賦金条例、先方さんの条例改正に基づきまして

そのような体制、これは構成市長会で決まりました

ので、そのような修正も加えております。 

 病院側からご協議をいただいた案件につきまし

ては、また財政上有利な方法があるとすれば、それ

らについては引き続き協議に応じていきたいとい

う考えです。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 特に人的、マンパワーではそ

ういう財政建て直しのために市のほうから積極的

に職員を派遣しという、今のところはお考えがない

ということでよろしいですか。 

○分科会長（井垣 文博） 土生田部長。 

○政策調整部長（土生田 哉） 人事の案件ですから、

私どもはちょっと承知をしていないですけども、た

だ、前回は朝来医療センターの関係、それからその

前は周産期医療センターの関係でプロジェクト事

業が多数ございました。その中では、やっぱり公共

工事を進める上においてマンパワーが要るだろう

と。ただ、病院会計そのものが、特殊性がございま

すので、一般会計もしくは財政上のことで市のほう

の人材で直接的にご援助できるという部分はごく

ごく限られてしまうんではないかなと。その辺もあ

って、今、大きな事業が一旦収束している中でこの

ような人事が行われているものというふうに理解

しております。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） まあまあ、わかりました。 

 もう１点細かいことなんですけど、これは各振興

局さんの関係になりますけども、１１２ページです

ね。夏の風物詩、花火です。非常に市民にとっても

外部からの方にとっても非常に花火というのは非

常にこう夜、地域ごとにそれぞれ開催されとること

あるわけですけども、城崎さんで今、補助金６００
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万円というようなことで上がってます。今までだっ

たら２００万円ぐらいじゃなかったかなという思

いがあるんですけども、この辺の補助金ですから、

何かどっかの花火大会というようなことがあって、

それに対して半分とか全体の中での市はこれぐら

いは補助しましょうよ、そういう、その辺の仕組み

について教えていただきたいと思います。 

 また、１１４ページ、竹野もあるわけです、これ

も５００万円、これも花火大会で、これはもう海上

というようなことで結構行かれるのかなと、これに

ついてもどのぐらいな規模で設定されて、そのうち

市からは５００万円と、この辺の内容について教え

ていただきたいと思います。 

○分科会長（井垣 文博） 暫時休憩いたします。 

午前１１時２２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２３分 分科会再開 

○分科会長（井垣 文博） 休憩前に引き続き分科会

を再開いたします。 

 先ほどの質問につきましては、委員会が違うとい

うことでここで終了させていただきたいと思いま

す。 

 ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、これで質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして午前の部の審査を終了したい

と思いますが、ここで委員の皆さん、当局の皆さん

から何かありましたら、ご発言をお願いいたします。 

 ないようでございますので、あす１２日火曜日の

委員会審査は、午前９時３０分から当委員会室で行

いますので、よろしくお願いいたします。お疲れさ

までした。 

 分科会を暫時休憩いたします。再開は１１時３０

分。 

午前１１時２３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２６分 委員会再開 

○委員長（井垣 文博） それでは、おそろいでござ

いますので、委員会を再開いたします。 

 これより３の協議事項（３）平成３１年度管外行

政視察研修についてを議題といたします。 

 この件につきましては、１２月の委員会におきま

して日程、視察先についてご協議いただき、ご予定

を確保いただきました。その後、正副委員長と事務

局で日程、視察先を選定してまいりました。 

 日程につきましては、５月の７日から９日までの

２泊３日です。視察先、内容につきましては、北海

道上川郡東川町で、移住定住推進施策について、北

海道大学工学部都市地域デザイン学研究室で、夕張

市における集約型コンパクトシティーの形成に向

けた公共施設再編等の取り組みについてというこ

とで調整をしております。 

 それでは、管外行政視察研修の件につきまして、

現在の調整内容で進めさせていただきたいと思っ

ておりますが、ここで皆さんのご意見等を聞かせて

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 全体としてはいいと思うんで

すけども、夕張はこれじゃあ、行かないんですか、

夕張市には。 

○委員長（井垣 文博） この計画では夕張市には行

くという予定はしておりません。 

 その件について、事務局のほうから。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 夕張市につきましては、

現地には行きません。といいますのは、夕張市は統

一地方選も控えております。また、視察の受け入れ

が１年間のとある二、三週に限られています。です

ので、５月の望んだ時期では受け入れできないとい

うことでございますので、夕張市をフィールドとし

て研究した北海道大学と調整した次第でございま

す。以上です。 

○委員長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） そうですか。私は夕張に行け

ると思って少々楽しみにしとったんですが、そんな

ことですか。わかりました。 

○委員長（井垣 文博） よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 補足説明をさせていた

だけたら。 
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○委員長（井垣 文博） 事務局、説明お願いします。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 少し説明をさせていた

だきます。 

 まず、行く２つのところと行程を少し説明させて

ください。 

 まず、東川町です。北海道のほぼ中央に位置しま

して、東側は山岳地帯で、大雪山国立公園の区域の

一部になっております。旭川市の中心部から１３キ

ロ、旭川空港から７キロの地点にございまして、人

口が８，４００人弱、豊岡市の１０分の１程度。面

積は２４７平方キロメートルですので、豊岡市の３

分の１ぐらいです。 

 人口の推移に特徴がございます。昭和２５年の１

万７５４人をピークにしまして減少が続きました。

平成５年には７，０００人を切ったんですけども、

平成６年度以降、写真の町事業というのを看板に、

またほかの施策によりまして、平成２６年１１月に

は４０年ぶりに８，０００人を回復しました。３０

年の１２月末では８，３８２人という人口まで増加

しております。 

 その支援策ですけども、ホームページを見る限り、

ショートステイのできる体験施設であったり、民間

アパートや一戸建てを買いたい人向けの土地開発

公社の情報の提供。また東川町景観住宅認定基準と

いうのがございまして、それを満たす住宅新設の際

の補助、これは２分の１以内の５０万円以内でござ

います。また、起業ですね、起こす業の支援制度な

どがホームページを見る限りではわかりました。 

 あと、東川町は、本市とはちょっと特別な関係が

ございまして、文化と教育の先端自治体連合という

ものがございます。この連合は、東京一極集中に象

徴される日本の課題を経済の問題のみでなく、人間

の心の課題として捉え、それぞれのまちで暮らす固

有の価値を文化と教育によってつくり出している

自治体の集まりで、参加できる自治体の条件３つあ

ります。１つ目が文化政策と教育政策を人口減少対

策や地域の所得向上対策などの重要な柱として位

置づけ、積極的な取り組みを行っていること、２つ

目が人口が１０万人以下であること、３つ目が首長

みずからが文化政策と教育政策を自治体の未来を

切り開くものと認識して推進していること、この３

点でございます。 

 ５つの市町で構成されています。豊岡市と東川町、

富山県の南砺市、岡山県の奈義町、香川県の小豆島

町の５つの市町でございます。会長は豊岡市長で、

総合アドバイザーとしまして、平田オリザ氏が参加

されております。２０１７年１１月に、まず賛同す

る自治体の首長が集まりまして設立趣意書を作成

したところです。先日、２０１９年の正式発足に向

け、２０１８年１２月に東川町で第０回大会を開催

したところでございます。 

 そして、北海道大学のほうでございます。こちら

のデザイン学研究室では、これまで夕張市を研究対

象としまして集約型コンパクトシティーの形成に

向けた公共施設再編等の取り組みをいろいろと研

究されております。その成果が夕張市まちづくりマ

スタープランに大きく反映されております。 

 北海道大学での視察ですけども、大学工学部の会

議室におきまして、研究室の瀬戸口教授とその卒業

生であって北海道庁に勤務をされております北原

海さんからお話を伺う予定で、北原さんと調整させ

ていただきました。 

 あと、少し行程を説明いたします。７日の朝８時

ごろ、市役所を出発しまして、１１時３０分発の伊

丹発の飛行機でまず羽田へ行きまして、羽田から乗

り継いで、旭川空港へ行きます。途中、羽田空港で

の昼食となります。旭川空港を出るのが午後４時ご

ろになりますので、なかなかその日の行動は少し難

しいのかなと考えております。 

 ２日目は、まず午前中に東川町で視察です。その

後はちょっと予定が決まっておりませんけども、そ

の日じゅうに札幌市のほうに移動します。 

 ３日目は、午前中が北海道大学での視察、その後、

新千歳空港に１２時ごろに行きまして、お昼ご飯と

しまして、１４時２５分発の飛行機で伊丹空港へ、

さらに但馬空港へと乗り継いで移動して、その後、

市のバスで帰ってくると、そういった日程でござい

ます。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長（井垣 文博） ここで暫時休憩いたします。 

午前１１時３４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時３９分 委員会再開 

○委員長（井垣 文博） それでは、委員会を再開さ

せていただきます。 

 先ほど事務局のほうから説明がございましたよ

うに、管外行政視察研修の件につきましては現在の

調整内容で進めさせていただくということで、ご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（井垣 文博） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定をいたしました。 

 何かご希望等がありましたら、正副委員長または

事務局に申し出ていただければと思います。 

 それでは、この件はこの程度にとどめたいと思い

ます。 

 委員会を暫時休憩いたします。午後は、１時から

ということでお願いをいたします。 

午前１１時４０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５８分 委員会再開 

○委員長（井垣 文博） それでは、皆さんおそろい

になりましたので、休憩前に引き続き、委員会を再

開いたします。 

 委員の皆さん、並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては要点を押さえ、簡潔、明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

なお、委員会及び分科会の発言は、委員長、分科

会長の指名の後、マイクを使用して課名と名前を名

乗ってから行っていただきますようにお願いをい

たします。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

午後 ０時５９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後 ０時５９分 分科会再開 

○分科会長（井垣 文博） それでは、分科会を再開

させていただきます。 

 午前中に引き続き、第３２号議案、平成３１年度

豊岡市一般会計予算を議題といたします。 

 第３２号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入及び全項目の人件費を

含む歳出、並びに債務負担行為、地方債、一時借入

金及び歳出予算の流用についてであります。 

 本案につきましては、予算説明書の説明欄に所管

課が明記されておりますので、逐一、事業名称と予

算額のみを説明いただく必要はございません。十分

な質疑時間を確保するためにも、当局には新規事業

や前年度から大きく変更のあった事業及び主要事

業等を主として説明をいただきますよう、依頼をし

ております。 

 当局の説明は、まず職員課から人件費の説明を、

その後、組織順で各担当課から歳出及び歳入、債務

負担行為並びに地方債を一気に説明お願いします。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 質疑は説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明をお願いいたします。 

 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） それでは、人件費につき

ましてご説明いたします。事前に資料として１枚物

にまとめた、右肩に３２と番号の入った資料をお配

りしておりますので、これに基づきまして説明した

いと思います。資料のほうは平成３０年度の当初予

算と比較をしております。 

 まず最初に報酬についてですけども、１，７２１

万４，０００円の増額としております。これにつき

ましては、主に子育て総合センターの補助員など嘱

託職員の増員によるものです。ふえた職、それから

減った職ある中で、最終的には増員ということで増

額というふうにしております。 

 次に、給料についてですけども、７５９万３，０

００円の増額としております。これにつきましては、

職員の増を反映したものでございます。例年ですと、

退職者と、それから新規採用の給料差によってマイ

ナスが生まれるところですけども、職員の増という
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ことでプラスということに計上をしております。 

 次に、手当の関係です。手当全体としては、４，

５８６万１，０００円の増額としております。主な

増額要因となっているところにつきましてご説明

をいたします。 

 まず、特殊勤務手当でございます。これにつきま

しては、今回の議会で条例改正の提案がされており

ますけども、診療所特殊勤務手当の新設ということ

で、その分に係る手当額について５０万円。この在

宅療養支援診療連絡業務と申しますのが、現在、森

本診療所で行っている事業についてのみの対応と

いうことになってございます。 

 それから、次に時間外勤務手当です。１，４６９

万７，０００円の増額としております。これにつき

ましては、災害対策費、それから参議院選挙に係る

ものを上乗せしてきております。災害対策費につき

ましては、平成３０年度も幾度も災害対策本部立ち

上げてということで、その都度専決予算で、後でご

承認いただくという格好で対応してきております

けども、３１年度の当初予算に１，０００万円を災

害対策費として、災害時の緊急時の対応ということ

でこの分を上乗せしております。それから、参議院

選挙に係る部分ということで、この分をプラスとい

うことで、計上をしておるところでございます。 

 それから、次に、夜間、休日、管理職特勤手当の

部分です。１，０７４万８，０００円の増額という

ことにしております。これにつきましては、平成３

１年度につきましては、皇位の継承等もあって、１

年だけ休日がふえる、５月１日と１０月２２日が新

たに来年度だけ祝日になるということで、休日が例

年と比べふえるということもございまして、休日勤

務手当が増額ということになります。それから、あ

と１点、城崎温泉の夜間勤務する清掃員、この部分

の夜間勤務手当について計上をしているところで

ございます。 

 次に、期末、勤勉手当、２つ合わせまして１，７

５６万４，０００円の増額となっております。勤勉

手当につきましては、昨年の人事院勧告に準じて改

定を行ったところです。その影響ということでござ

います。 

 次に、共済費についてです。共済費につきまして

は、市町村共済費と学校共済費で増減をしておりま

す。この部分につきましては、本来、認定こども園

に勤務する職員につきましては、学校共済のほうと

いうことになっているんですけども、現時点で市町

村共済の職員がありますので、その分を切りかえる

ということを来年度行う予定にしておりますので、

その分で市町村共済と学校共済で増減が出てきて

いるところでございます。 

 次に、賃金についてですけども、賃金につきまし

ては、１つは日額支給者が減って時間額の支給者が

ふえるというようなところで影響が出てございま

す。保育士、日額の分にかわって保育補助員、パー

トで勤務する職員をふやしております。その分、日

額の部分を人数としては削ってきておりますので、

そういった部分での減額ということが発生してき

ております。 

 それから、森本診療所につきましては現在、臨時

職員の看護師で対応しているところでございます

けども、正規職員を採用いたしますので、その分、

臨時の賃金としては減額という影響もございます。 

 それから、次に負担金についてです。退職手当組

合の負担金につきまして１５８万１，０００円の増

額というふうにしております。これは職員の増の影

響ということです。例年ですと、毎年負担率が下が

ってきておりました。平成２３年、２４年をピーク

にしまして毎年下がってきておりまして、毎年この

部分で４，０００万円、５，０００万円ぐらいのマ

イナスというのが生まれておったわけなんですけ

ども、平成３１年度につきましては、平成３０年度

から据え置きと、今後、この据え置きでしばらくい

くというようなことになっておりますので、そうい

う状況を反映した予算ということにしております。 

 人件費につきましては、簡単ですが以上でござい

ます。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、総務課長。 

○総務課長（安藤 洋一） それでは、総務課関係分

を説明いたします。 
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 ７４ページをごらんください。説明欄の上から５

行目の人件費、委員報酬、情報公開・個人情報保護

審査会委員について説明いたします。これは、審査

請求があった際に２回ほど審査会を開会する予定

としているため、それに必要な委員報酬の予算でご

ざいます。 

 次に、７６ページをごらんください。一般管理費

です。うち、４，８９３万７，０００円が総務課分

として計上しています。このうち、業務委託料の１，

５５４万円のうち契約管理システム導入業務を予

定しています。金額としましては９５０万円を計上

しています。これは、現在はそれぞれの所管課が独

自にデータ管理を行っている状況でありますが、シ

ステムを導入することで一括管理ができ、今よりも

効率のよい契約事務を図ることが期待できます。 

 次に、真ん中あたりの補助金、地区集会施設整備

費でございますが、区の集会施設の増改築、改修に

かかる費用の一部を補助するもので、上限５００万

円の３件分を計上しています。 

 続きまして、８２ページをごらんください。一番

下の枠の庁舎管理費でございます。庁舎管理費の５

行目の修繕料８４７万５，０００円につきまして、

例年計上しています電気設備、電話設備、ガス、水

道設備などの修理とは別に、今年度、３０年度に害

虫駆除のために中庭や庁舎周辺の植栽、ミヤコザサ

等を撤去しました。改めて、３１年度に植栽整備と

して予算を計上しています。それプラス、入退室監

視装置の修繕費、中央監視装置機器交換一式、防火

シャッターバッテリー交換一式等を予定していま

す。 

 続きまして、８４ページをごらんください。説明

欄の上から１４行目の自動車管理費です。これにつ

きましては、例年どおりの金額となっております。

公用車総務管理、総務課が管理しております必要な

予算ということにしております。 

 続きまして、１４６ページをごらんください。上

段の全国消費実態調査費につきましては、５年ごと

に行われています総務省所管の統計調査で、国民生

活の実態について全国及び地域別に世帯の消費、所

得、資産に係る水準、構造、分布等を明らかにする

ことを目的にした統計調査でございます。これに必

要な予算として計上しております。 

 同じく、同じページの一番下の枠内の国勢調査費

でございます。本調査は３２年度に予定されている

ものですが、その準備に必要な予算を計上していま

す。主に区域設定を準備として３１年度に行う予定

としております。 

 続きまして、歳入の説明に入ります。２４ページ

をごらんください。使用料の説明欄、１枠目の総務

管理使用料です。そのうち市役所北駐車場使用料、

行政財産目的外使用料、豊岡稽古堂使用料が総務課

管理となっております。今年度とほぼ同額を予定し

ております。 

 ２８ページをごらんください。２枠目の一番上の

総務管理手数料です。そのうち、地縁団体証明手数

料につきまして、地縁団体の認可の際に告示する内

容、例えば団体の名称、所在地、代表者名などの証

明に係る手数料です。１件当たり３００円として、

４０件予定しております。 

 ３８ページをごらんください。１枠目の一番下に

なります。移譲事務市町交付金につきまして、県か

ら移譲されております事務の取扱件数に応じて県

から交付されるものでございます。 

 ４８ページをごらんください。下から４枠目のう

ち、国勢調査事務委託金につきましては、先ほど説

明いたしました調査区設定など本調査のための準

備に係る事務費相当額に対する委託金です。同じく、

全国消費実態調査事務委託金につきましても、歳出

のほうで説明いたしました事務費相当額に対する

委託金として計上しています。 

 同じ枠の下から３行目の統計調査員確保対策事

業費委託金ですね。これは調査員確保対策事業費相

当額を委託金として計上しています。いずれも歳出

総額と同額として計上しております。 

 総務課の関係は以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 予算書の７８ページをお

開きください。上から７行目、人事給与費でござい
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ます。この中で業務委託料、その中の就業管理シス

テム構築業務を、新たに計上いたしております。金

額としては６０万円でございます。これにつきまし

ては、就業管理システムにつきまして、この新庁舎

ができたときに導入したものでございますけども、

そのサーバーのＯＳのサポート期間が来年度で終

了するということになっておりますので、新しいＯ

Ｓに変更するというものでございます。 

 次に、この同じページの下から福利厚生事業費が

ございます。この中で、めくっていただきまして、

８０ページに業務委託料、職員健康管理業務がござ

います。この中で長時間勤務職員に対する医師の面

接指導の経費として３０万円を新たに上乗せして

計上しております。これにつきましては、働き方改

革関連法の中で労働安全衛生法の改正でございま

すけども、平成３１年４月から長時間勤務職員に対

する医師の面接指導につきまして、時間外勤務が１

カ月１００時間以上の場合、それから、２カ月から

６カ月の平均で８０時間を超える場合につきまし

ては、面接指導を行うものとするということで、義

務化をされてきております。これに伴いまして、実

際に面接指導を受けさせる必要のある場合が想定

されますので、その分を増加して計上しているとこ

ろでございます。現在の制度としましては、職員の

申し出により実施ということになっておりますの

で、実際に面接指導を受ける職員は少ないというこ

とでございますけども、その分がふえてくる見込み

ということで計上しているところでございます。 

 次に、９４ページをお開きください。下から８行

目に、キャリアデザイン推進事業費がございます。

この事業につきましては、ことし１月に策定しまし

た豊岡市役所キャリアデザインアクションプラン

の事業推進に係る予算として新たに計上するもの

でございます。業務委託料の７１６万７，０００円、

このうち６６１万７，０００円が職員の研修業務と

いうことで計上しているところでございます。アク

ションプランに基づきまして研修体制を整備し、職

員のキャリアデザインに向けたスキルの向上を図

るということとしておるところでございます。 

 その他の事業につきましては、ほぼ例年どおり計

上させていただいております。 

 それから、歳入につきましては、大きな変動なく

ほぼ例年どおりの計上というふうにさせていただ

いております。以上でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、情報推進課長。 

○情報推進課長（秋庭 典道） 予算書１０７ページ

をお願いいたします。１１目情報管理費です。 

 １０８ページ中段の地域情報化推進事業費は、前

年度比で約３６０万円減額になっています。平成３

０年度に庁内のネットワーク機器の更新を行いま

したが、この機器更新業務の中に１年目の機器保守

も含んでいるため、３１年度の予算が不要になった

ものでございます。その下の地域情報化推進事業費

ですけれども、委託料ですが、サーバー仮想化基盤

の保守点検業務、約９００万円と、統合型ＧＩＳを

クラウドに移行するための費用５４０万円が増加

いたしましたが、３０年度にありましたネットワー

ク機器更新業務と統合型ＧＩＳデータ更新業務が

なくなったため、差し引きで約１億１，６００万円

の減額となっております。事業用備品につきまして

は、３３９台の事務用パソコンの更新でございます。

それ以外は経常的な経費です。以上でございます。 

○分科会長（井垣 文博） 次は、会計課長。 

○会計課長（三笠 孔子） まず、８２ページをお開

きください。真ん中のところで会計管理費です。こ

の中で主な変更点は、手数料のところで口座振替デ

ータの作成に係る業務手数料が、平成３０年の１０

月に契約期間満了によって、入札の結果、減額にな

っておりますので、ここが前年度よりマイナス１２

７万６，０００円となっております。それから、一

番下のほうで業務委託料、公共料金システム更新業

務ということで、これは新規の分です。これは機器

の老朽化、それから、ウィンドウズのサポートの終

了、それから、新元号対応のために公共料金を一括、

電気代等の公共料金を一括して会計課が処理をし

ておりますが、そのシステムの更新が必要になった

ため、１１５万９，０００円を上げております。そ

れから、その下の庁用備品で、これパソコンのお金
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です。これもデータ送受信のためには、庁内のＬＡ

Ｎから切り離したパソコンを使っておりまして、そ

れもウィンドウズのサポート終了に伴って更新す

るものです。 

 続きまして、８４ページをお開きください。下の

ほうです、基金管理費のうちの会計課の分です。こ

れにつきましては、基金積立金のうち利子の分を会

計のほうで担当しております。積立金の２億６，４

７７万２，０００円のうちの利子分は４，１８７万

８，０００円となっております。これは前年よりマ

イナスの４，７８１万１，０００円となっておりま

す。主な理由は、平成１９年度に契約をいたしまし

た金銭信託が２本ございましたが、そのうち地域振

興基金の分が、平成３０年１２月に満期になったこ

とで、１本分が減額になったのと、残りの財政調整

基金分も、為替レートが、現状の円安の傾向が続け

ば、平成３１年９月には満期となる見込みで、年２

回利子が収入されていましたが、半分になるという

ことで、減額になっております。具体的には、財政

調整基金の積立金が５，３６１万７，０００円から

２，８７７万８，０００円、それから、８６ページ

の上から、３分の１ぐらいの上のところで、地域振

興基金の積立金の利子が前年よりマイナス２，５２

８万４，０００円で３２３万１，０００円となって

おります。 

 続きまして、歳入のほうに移ります。 

 ５０ページをお開きください。下のほうの囲いの

中の基金運用利子です。４，３１３万７，０００円、

これは先ほどの積立金のところと同じなんですが、

この運用利子から果実運用分を引いた分が、先ほど

の歳出のほうの積立金の額になります。このうち果

実運用分は、福祉基金、それから、水と土保全対策

基金、それから、植村直己顕彰基金、東井義雄遺徳

顕彰基金、これが果実運用分で１２５万９，０００

円、それを引いた４，１８７万８，０００円が、先

ほどの積立金となります。これも、先ほど言いまし

たように、財政調整基金、それから、地域振興基金

の減額が大きくなっております。 

 続きまして、５６ページの大きいくくりで４段目

の預金利子です。これにつきましては、１５万７，

０００円のうち１５万円が会計課です。これは日計

内の支払い準備金が、余裕があるときに日計内定期

をする場合の預金利子となっております。 

 続きまして、６０ページの雑入の真ん中辺、頒布

代の請求書用紙、これは１冊１８０円で市指定の請

求書を業者の方に販売をさせていただいておりま

して、前年度と同額です。 

 続きまして、６２ページ、真ん中より少し上で、

会計事務負担金、北但行政事務組合、但馬広域行政

事務組合それぞれに事務経費としていただいてお

りまして、前年とほぼ同額となっております。会計

課は以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、消防本部総務課長。 

○消防総務課長（桝田 貴行） ２７２ページをごら

んください。消防本部から上程いたします予算につ

いてご説明いたします。 

 まず、常備消防費ですが、説明欄の中段より少し

上の職員研修費につきましては、新採用者を兵庫県

消防学校初任教育へ研修入校させるための経費を

初め、人材育成の一環として消防大学校と県消防学

校へ研修派遣させる経費を計上いたしております。

新採用者が前年度と比較しまして４名ふえており

ますので、増額しております。続いて、一般管理費

ですが、消耗品費は、新採用者及び職員の被服費が

主なものでございます。次に、予防活動事業費につ

きましては、防火管理者資格取得講習会に係る経費

と火災予防啓発に係る経費が主なものでございま

す。 

 ２７４ページをごらんください。２行目にありま

す消防活動事業費につきましては、火災原因調査の

充実強化の一環としまして、兵庫県消防学校火災調

査課へ職員を研修入校させるための経費と、６月２

８日、２９日に大阪で開催されますＧ２０大阪サミ

ットにおける消防警戒派遣に係る旅費、消耗品費の

購入、燃料と通行料が主なものでございます。次に、

高度救急活動事業費につきましては、救急救命処置

用消耗品の購入経費と救急救命士の研修受講に係

る負担金が主なものでございます。次に、救助活動
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事業費につきましては、兵庫県消防学校救助課へ職

員を研修入校させるための経費と消防救助技術近

畿地区指導会出場に係る経費が主なものでござい

ます。次に、消防装備管理費ですが、車検などの法

定点検、車両などの修繕料や自動車損害保険料、そ

れと重量税が主なものでございます。 

 次に、情報通信設備管理費ですが、２７６ページ

をごらんください。８行目にあります高機能消防指

令センター機器更新業務は、年次計画に基づく機器

更新に係る経費を計上いたしております。その下、

ホームページ改修業務は、現在運用していますホー

ムページを、総務省通達によります安全性を確保す

るホームページに改修する経費を計上いたしてお

ります。そのほかにつきましては、１１９番受信に

係る電話回線使用料、それと、指令センター設備の

保守点検委託料、地図検索装置用データの使用料な

どでございます。次に、消防庁舎管理費につきまし

ては、本部庁舎を初めとしまして各所々で使用しま

すペレット、灯油などの燃料費、光熱水費、電気空

調設備などの保守点検が主なものでございます。 

 続いて、２７８ページをごらんください。３目消

防施設費についてご説明いたします。中段より少し

下にあります豊岡消防署消防設備施設整備事業費

につきましては、豊岡消防署に配備しております救

助工作車と資機材搬送車を更新するものでござい

ます。続いて、下から２行目、但東駐在所消防設備

施設整備事業費につきましては、但東駐在所に配備

しております高規格救急自動車を更新するもので

ございます。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。 

 ３０ページをごらんください。７目消防手数料で

ございますが、危険物申請手数料と消防証明手数料

を計上いたしております。 

 続いて、６２ページをごらんください。５行目に

ありますトンネル非常警報板管理は、県から委託を

受けております蘇武、城山、浅倉、戸辺羅山トンネ

ルの管理委託料を計上いたしております。 

 続いて、６４ページをごらんください。中段にあ

ります防火管理者資格取得講習受講料は、防火管理

者資格取得講習の受講料を計上いたしております。 

 続いて、６６ページをごらんください。８行目に

あります消防特別警戒負担金、これにつきましては、

歳出の消防活動事業費でご説明いたしましたＧ２

０大阪サミットにおける消防警戒派遣に係る経費

につきましては、国費で補填されるため、計上いた

しております。 

 続いて、６８ページをごらんください。９目消防

債でございますが、次のページをごらんください。

１行目にあります高規格救急自動車は、但東駐在所

に配備しております高規格救急自動車を更新する

ものでございます。３行下にあります救助工作車と、

その下、資機材搬送車は、豊岡消防署に配備してお

ります救助工作車と資機材搬送車を更新するもの

でございます。 

 続いて、９ページをごらんください。地方債でご

ざいますが、９行目、消防防災施設整備事業費のう

ち、先ほど消防債でご説明いたしましたように、但

東駐在所の高規格救急自動車、豊岡消防署の救助工

作車と資機材搬送車を更新するに当たりまして、地

方債の限度額を計上いたしております。以上でござ

います。 

○分科会長（井垣 文博） 次に、選管・監査事務局

長。 

○選管・監査事務局長（谷垣 一哉） 予算書の１３

３ページ、１３４ページをお開きください。２段目

の税務総務費の説明欄、一番上の人件費、委員報酬、

固定資産評価審査委員会委員の９万８，０００円で

すが、評価審査委員３名の日額報酬で、昨年度と同

額を計上しております。 

 次のページ、１３５ページ、１３６ページをお開

きください。１３６ページの上から６行目、固定資

産評価審査委員会費の６万１，０００円でございま

すけれども、委員会事務局に要する経費で、前年度

と特に変わった点はございません。 

 次に、予算書の１３９ページ、１４０ページをご

らんください。一番上にあります選挙費、選挙管理

委員会費について説明いたします。１４０ページの

説明欄、人件費の委員報酬、選挙管理委員会委員の
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１０４万４，０００円ですけれども、選挙管理委員

会委員４名の月額報酬です。前年と変わっておりま

せん。中ほどの選挙管理委員会費でございますけれ

ども、選挙管理委員会事務局に要する経費で、通常

と大きな変化はございません。 

 同じく１３９ページから１４２ページにありま

す県議会議員選挙費について説明させていただき

ます。当該選挙につきましては、任期満了に伴い、

３月２９日告示、４月７日に投開票が行われる兵庫

県議会議員選挙の執行に係る経費でございまして、

総額で２，６３２万２，０００円を計上いたしてお

ります。２、人件費につきましては、非常勤職員報

酬といたしまして、選挙長、選挙立会人、期日前投

票管理者及び投票立会人などの人件費といたしま

して、３３９万９，０００円を計上いたしておりま

す。その下のほうです、県議会議員選挙費でござい

ますけれども、それぞれの選挙事務に係る必要な経

費を計上いたしております。 

 同じく１４１ページから１４４ページにござい

ます参議院議員選挙費です。当該選挙につきまして

は、本年７月２８日に任期満了に伴います参議院議

員通常選挙の執行に係る経費でございまして、総額

で４，９４０万７，０００円を計上いたしておりま

す。人件費につきましては、非常勤職員報酬といた

しまして、開票管理者、開票立会人、期日前投票管

理者及び投票立会人などの人件費として４１１万

円を計上させていたしております。それ以下、参議

院選挙費につきましてでございますけれども、それ

ぞれ選挙事務に係る必要な経費を計上いたしてお

ります。 

 次に、１４７ページ、１４８ページをごらんくだ

さい。２段目にございます監査委員費について説明

いたします。１４８ページの説明欄、人件費の委員

報酬、監査委員の２８１万６，０００円ですけれど

も、監査委員３名の月額報酬で、昨年度と同額です。

次に、真ん中付近、上から１９行目になりますけれ

ども、以下の監査事務費につきましては、監査委員

事務局に要する経費でございまして、前年度と特に

変わった点はございません。 

 引き続き、歳入の説明をさせていただきます。 

 予算書の４７ページ、４８ページをごらんくださ

い。４７ページの下の段、総務費委託金、４８ペー

ジ上から３段目、選挙費委託金でございます。収入

総額で７，５７３万円を計上いたしております。内

容につきましては、説明欄に記載のとおり、兵庫県

議会議員選挙事務委託金、在外選挙人名簿登録事務

費交付金及び参議院議員選挙事務委託金となって

おります。 

 次に、６２ページをお開きください。雑入でござ

います。上から１５行目、監査事務負担金４９万６，

０００円です。内容といたしましては、北但行政事

務組合と但馬広域行政事務組合の監査事務を受託

いたしておりますので、その事務に係る人件費相当

額を負担金としてそれぞれの組合から例年いただ

いているものでございます。説明は以上でございま

す。 

○分科会長（井垣 文博） 説明は終わりました。 

 ここで午前中に質問のありました見積もりと契

約の件について、総務課長からの説明を求めます。

どうぞ。 

○総務課長（安藤 洋一） 見積もりと入札の関係で

ございます。事前に、例えば予算要求に必要な資料

として見積もりを徴した見積もり協力業者を入札

の際に指名するかどうかということについてお答

えさせていただいたらよろしいですか。そういうこ

とですね。 

 所管課のほうから入札依頼を受けて総務課のほ

うで業者のほうを指名いたします。その際に所管課

のほうから、見積もり協力業者だから、入札の業者

に指名をしてほしいというふうな依頼があった場

合には、その業者が指名するに問題がないかどうか

を確認した上、例えば工事の規模によってランクが

決まっております、その業者がランク外であるかど

うかを特に注視します。それから、指名登録業者で

あるかどうかも確認をした上で指名する場合がご

ざいます。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 見積もりの関係で、その部分、
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今お聞きした部分も、ありがとうございます。 

 それと、あと見積もりをいろいろなところで、予

算上はされると思うんですけども、その際、市のほ

うでつくられる見積もりと業者のほうから依頼し

てつくってもらうという見積もりがあると思うん

です。業者のほうから見積もりを徴収する場合に、

この場合、業者も当然手間がかかっている状況では

あるんですけども、今現在、恐らく費用的な負担と

いうのはない状況で見積もりをいただいてるとい

うことだと思うんですけども、その点どのようにお

考えでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 総務課長。 

○総務課長（安藤 洋一） 今のご質問なんですが、

所管課のほうから、例えば、予算に必要な資料とし

て協力してもらえないだろうかということを、大前

提にして協力していただけるんでしたら、ちょっと

見積もりのほうを出してもらえないかということ

を断った上で依頼をしているというふうに聞いて

おります。 

 したがいまして、見積もり協力業者に対して見積

もりを出していただいたことに対して、市のほうか

ら、それに対して、例えばお礼というわけじゃない

ですけど、その負担金等を支払うということについ

ては、特に必要ではないというふうに考えます。 

○分科会長（井垣 文博） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 恐らく従来からそのような、

いわゆる慣習というような形でされてたとは思う

んですけども、だんだんと入札の中でも、これだけ

旧町が合併して大きくなってくる中で、仕事が常か

らたくさんあるという状況での関係の中でされて

るものっていうことではもうなくなってきてるの

かなと思うんです。恐らく担当者の方がより頼みや

すい、言いやすい方というところになってるのかと

思うんですけども、当然業者のほうも、仕事を受け

る前提で見積もりというのはつくりますので、そこ

がほとんど手間もかけずにできているというもの

ではないわけですよね。当然、そういう意味では、

何らかの、そこには仕事というか、労務が発生して

いるというものをやはり今後、そのことも踏まえて、

何らかの措置を考えていく必要があるのかなとい

うふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 総務課長。 

○総務課長（安藤 洋一） よく聞きますのが、見積

もりを依頼する相手方ですね、には、例えば、常々

そういう施設等々の保守管理等々を行っておって、

その施設、例えば設備等々に若干、その他の業者よ

りも精通しているというような業者に依頼するこ

とがあるというふうに聞いております。 

 そのようなことから、当然所管課としたら、今、

清水議員がおっしゃられましたように、ここに頼め

ば確かな見積書が出てくるということを大前提に

して依頼してるだろうというふうに思われます。そ

うしたことから、保守管理で、小さな修繕であれば

当然そこに依頼するでしょうし、大規模な、例えば

入札を要するような修繕、改修ということになれば

やっぱり、１者随契で行うということではなくて、

入札で行うべきという判断をして入札依頼が出て

きてるということにつながっておりますので、そん

なことから、全く、見積もり依頼を受けた業者が、

例えば市のほうからの支払いを全く受けてないか

といったらそうではなくて、そういう入札以外の面

で多少なりとも、それにかかった費用等々について

は支払いを受けてるということから、その関係性っ

ていうものがやはり、通常業務の中で成り立ってる

ということから、今後も、特にそういう見積もり協

力業者に対して支払いというものは、やはり必要で

はないというふうに思います。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

 総務部長。 

○総務部長（成田 寿道） 市としては、今後その分

をどうするかっていうことなんですけども、その分

については、特にどうするべきかっていうことは考

えておりませんので、そこについてはこれまでどお

りだろうなというふうに思いますし、その分でどう

のこうのっていう話の部分については、ちょっと総

務課でははっきり答えようがないというところも

ございますので、そういうふうにご理解いただけれ

ばと思います。 
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○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

 それでは、分科会を暫時休憩いたします。 

 再開は１時５５分。 

午後１時４６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時５４分 分科会再開 

○分科会長（井垣 文博） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開いたします。 

 質疑をお願いしたいと思います。質疑はございま

せんか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 先ほど人件費の説明を受けま

した、この別の紙で。この夜間休日管理職特勤手当

の中に、主な増減理由で、温泉課夜間勤務の増って

いうことで、先ほどの何か、外湯の夜間の清掃員の

関係だっていうような説明があったんだけど、ちょ

っと間違っとったらごめんね。僕の認識だと、この

外湯も含めて温泉課の会計、人件費などは、財産区

の範疇ではなかったんかな。これ、ここに出てくる

のは、僕は今まで見たことがないんだけど、今回変

更か何かあったんでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 温泉課の部分ですが、ち

ょっと説明足らずで申しわけなかったです。現在、

市のほうの予算で日額の清掃員を任用して配置を

しているというのが現状ございます。今回ここに夜

間勤務手当が上がってきたことなんですけども、そ

の任用の形態をちょっと変えようということで考

えております。現在日額で、昼間業務を行う人の日

額単価決めて任用する分、それから、夜間に清掃業

務を行う方として単価を決めて任用する部分で、日

額の単価が別に設定して、現在任用しているのが、

そういう状況にございます。これを、例えば急に人

が休んだりしたときに、夜間で雇ったはずの人を昼

間来てもらったりだとか、昼間雇った人を急に夜間

来てもらったりだとか、そういった、これまでそう

いう部分でのやりくりしながら運営されてきてい

るわけなんですけども、そうなると、もともと任用

するときに、あなたはこの単価ですよ、あなたはこ

の単価ですよということで決めてしまっておくと、

なかなかそこの融通っていいますか、そういうのが

ききにくいということがございまして、清掃員につ

きましては、基本、日額ですけども、月額幾らとい

うことで、どなたについても月額の基本の賃金につ

いては決めて、夜間に勤務する方については、夜間

に勤務する部分の割り増し分を手当として支給し

ようと、そういうやり方に変えようということで、

今回新たに夜間勤務手当という恰好で、予算で計上

しているということでございます。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） その理由とか、その内容はわ

かったんですが、私がもう一つ聞きたかったのは、

いわゆる温泉に関係する財産区の、外湯の運営に関

する件は、人件費は、基本は財産区の範疇ではなか

ったんですかって聞いてるんです。この部分だけが、

あれなんですか、市が持ってもらえとるんですか、

夜間の清掃費。 

○分科会長（井垣 文博） 暫時休憩します。 

午後１時５８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時００分 分科会再開 

○分科会長（井垣 文博） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開いたします。 

 先ほどの質問については、追って説明いただくと

いうことにさせていただきます。 

 ほかに。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今、椿野議員のほうから、こ

の１枚物のペーパーで質問があったんですが、私も

このペーパーでお尋ねをしたいと思うんですが。全

体、これ見まして、正職員の数が８９４名、非正規

が７１３ですね、これ嘱託と臨時足して。非正規の

数が異常に多いなっていうの第一の感想なんです

が、質問したいのは、この賃金、いわゆる臨時職員

の賃金について、説明の中で、日額の職員を減らし

て、時間給の人をふやしたというような説明に聞こ

えたんですが、それは今の働き方改革や、それこそ

ジェンダーギャップとかなんかに逆行するんじゃ
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ないかなと思うんだけども、ジェンダーギャップだ

言って、ごっついこの手を挙げとんなるんだけどな、

この非正規、臨時職員の中で男女の比率っていうの

もあわせてお尋ねしたいと思うんですが、どうです

か、その辺は。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 日額と時間額の関係なん

ですけども、今回、日額を減らして、時間額をふや

してるといいますのが、保育士の関係です。日額で、

フルタイムで現在募集してもなかなか人がないと、

応募していただく方がなかなかないという中で、短

時間ならば働けますよっていう方がございます。そ

ういった方を任用するということで、新たに保育補

助員というようなことも、立場も設けまして、パー

トタイムで、短時間でも働いていただける方につい

て任用しようということで、その分日額の枠の部分

を、人数を減らして、時間額の分がふえていると、

そういう状況でございます。 

○委員（村岡 峰男） 男女差は。 

○職員課長（山本 尚敏） 申しわけございません、

ちょっと手元に資料を持っておりませんので、また

これ、また資料で報告させていただきたいと思いま

す。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今の日額でなくて時間給をふ

やしたという、その意味は、理由はわかりました。 

 もともと保育士さんが集まらへん、足らへんとい

うのは、時間給じゃなくて、いわゆる臨時職員の採

用だから、臨時職員て半年でしょう、更新して１年。

もう更新更新で、こんな不安定な職だから、専門職

ですから、大学も出て保育資格取って、それで臨時

で半年で、だからこんなことになるんでしょう、根

本は。だから、根本のところを変えない限り、これ

ずっと続くで。だから、時間給の人をふやしたって

ね、それはつながっていくでしょうけども、ぎりぎ

りで。私は根本的な解決にならんなと思うし、ジェ

ンダーギャップなんてごっつい勇ましいあるけど

も、足元で、民間でなくて、この市そのものでこの

ジェンダーギャップを解決しなきゃならない、最大

の問題はここにあるというふうに思えるんだけど、

違いますか。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 時間額の関係につきまし

ては、先ほども申し上げましたように、フルタイム

では働きにくい方を働く場に誘導するような、いう

ことでの考え方でございますので、委員おっしゃる

ようなジェンダーギャップということと直接つな

がるようなことではなかろうかとは思います。 

○委員（村岡 峰男） いいです。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○分科会長（井垣 文博） ほかにいかがでしょうか。 

 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 先ほど村岡委員のほうか

らもご質問のありました臨時職員の男女別の人数

です。実際に任用している、今年度の当初の人数で

ございますけども、臨時職員、男性２８名、女性１

９０名でございます。 

○分科会長（井垣 文博） ほかに質問いかがでしょ

うか。 

○委員（椿野 仁司） いいですか。 

○分科会長（井垣 文博） どうぞ、椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 合併当時からとにかく職員は

ふやさない、減らすという、大原則じゃないけれど

も、そういう話をずっと見聞きしてきました。そう

いうことを市のほうが、当局側も掲げ、議会からも

いろいろといろんな質問があったり、減らすことば

っかりが能じゃないとか、もっとふやせとかってい

うような話もあったんだけど。今ここには、３０年

度当初は８８７人で、３１年の当初８９４人、私の

感覚では減った分ふやせばええのかなって思いが

あって、ずっと来とったんだけど、現状ふえちゃっ

てる、今見たら。ここの主な増減理由に退職者と採

用者との差による増って書いてあるんだけど、ちょ

っと意味がわからないんで、ちょっともう少し詳し

く教えてもらえませんか。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） ここの給料の分、正規職
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員の分なんですけども、ここの分が、任期つきの職

員も含めてのことになるんですけども、今回増って

なってますのが、一つは保育士を退職者以上に、３

名多く新規採用ということでしております。 

 それから、看護師、診療所に勤務する看護師を１

人、正規職員をふやしております。こういった関係

で、必要に応じて、必要な職については、今後、大

きくふやしていくには、また今後の定員管理の計画

も見直す中で考えていく必要があると思っており

ます。 

 それと、今後また定年延長というような話もござ

いますので、そういったことも踏まえながら、今後

さらにちょっと研究もしながら、職員の定員管理に

ついては考えていきたいと思っております。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 確かに理由というか、思いは

わかります。必要なところに、やっぱり当然必要な

数だけふやしたい。というところは、必要じゃない

ところ、って言い方悪いんだけど、必要じゃないと

ころがっていうか、ふやさなくてもいいところはも

うふやしませんよというふうに理解をさせてもら

ったらよろしいんですか。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 職員の全体、豊岡市役所

全体の職員として、やっぱり業務自体も見直しなが

ら、仕事のやり方もより効率的にしながら考えてい

く必要があると思ってます。職員１人任用しますと、

３０年４０年勤務することになりますので、今必要

だからすぐふやすとか、今必要ないからすぐ減らす

とかということではなしに、そういう将来的なこと

も見通しながらちょっと考えていく必要があろう

かと思っております。 

○委員（椿野 仁司） もう何も言いません。 

○分科会長（井垣 文博） ほか。 

○委員（芦田 竹彦） どうでしょう、ちょっと１点

だけ。 

○分科会長（井垣 文博） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） キャリアデザインのところで、

９４ページかな、研修で６００万円という研修費を

計上されてます。これは一般職の方も含めて管理職、

それから、男女もあると思うんですけども、その割

合というのは大体、各課からこの方にということで

人選されて、今後もう、今年度も来年度もされてい

くと思うんやけど、その辺のちょっと人選の考え方

だけちょっと教えてください。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） キャリアデザイン関係の

研修につきましては、その研修内容によって参加さ

せる職員を考えていきたいと思っております。まず

このキャリアデザイン研修で、このアクションプラ

ンの考え方、今後の市としての考え方につきまして

は、やっぱり全員に理解してもらっておく必要があ

るということですので、この研修については全員参

加、全員に呼びかけて参加を促すということで考え

ておりますし、若手中堅をターゲットに考えている

部分もあれば、入庁３年から５年ぐらいの女性職員、

こういったものをターゲットにしたりとか、そうい

った研修によって、それぞれターゲットを決めて取

り組んでいきたいというふうに思っています。 

○分科会長（井垣 文博） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） わかりました。女性の職員の

方も男性と同じぐらいな割合で、ぜひとも研修を進

めていただきたいと、これは要望です。 

○分科会長（井垣 文博） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 消防お見えなんで、一つぐら

い聞いとかないと申しわけないな。職員数１３０で

すね、ぎりぎりだと思うんですが、先日処分されま

したね、半年間停職……（「２カ月」と呼ぶ者あり）

２カ月か、こっちが半年か。２カ月ですから、すぐ

やとはいうものの、その間やりくり大変ですよね、

１人減ったら、その間は。それは大丈夫ですか。 

○分科会長（井垣 文博） 消防総務課長。 

○消防総務課長（桝田 貴行） ２カ月ということで

すので、日勤者といいまして、８時３０分から１７

時１５分までを勤めるのを日勤者っていうんです

が、そちらを１名、隔日勤務のほうに回して対応し

ております。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 
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 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 関連して、同じ、ちょっと村

岡委員と。職員研修で４名ふやした、予算的に、と

いうことで、採用を７名ですかね、７名採用、じゃ

あ、この４月１日から直接職場に行くのかといった

ら、半年は当然消防学校、つまり７名減ということ

ですね。今の２カ月はちょっと来れない。さらに、

先ほど説明聞いて、あっと思ったのが、６月２８か

ら２９、大阪サミットへの、当然これ職員派遣です

ね、ちょっと何名かわかりません。ただ、非常にも

う現職そのものの人数が、１０月まで、この期間も

含めて本当に足らないというような認識なんです

けども、対応っていうのはできないんじゃないかと

いうような思いがあるんですが、どうでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 消防総務課長。 

○消防総務課長（桝田 貴行） 先ほど議員からおっ

しゃいましたサミットの関係なんですけど、２３日

から３０日まで、これ８名の者を派遣いたします。

その間のやりとりにつきましては、当然６月からの、

夏休みですね、夏季休暇、これをそこにはとらせな

いとかいうことで対応しなければならないという

ところがありまして、現人員でやっていくしかあり

ませんので、これは必ずやっていきたいと考えてお

ります。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） これは絶対、人工といいます

か、以前聞きましたら、１００に対して大体今の豊

岡で７０、８０ないぐらいな、つまり充当率ってい

うんですかね、平均的にはちょっとクリアしてるん

だと。ただ、そういうことの中でこの、いわば地域

で、例えばＰＴＡとかでいいましたら心肺蘇生とか

いろんなところに出張っていかないかんような時

期になります、一番忙しいといいますかね、内部的

にも、対外的にも。そういうときに、今言いました

８名、これは出さないかん、それから、７名、新規

職員というのは１０月までは帰ってこないという

中での、その辺も含めて余裕、余裕といったら悪い

ですけども、そういう点、見直しを必要かなという

気はするんですけど、どうでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 消防総務課長。 

○消防総務課長（桝田 貴行） 今年度やっておりま

す適正配置調査の結果が３月末に出てきます。それ

の結果を検討しながら、またご報告させていただき

たいと思っております。以上です。 

○委員（浅田  徹） よろしくお願いします。 

○分科会長（井垣 文博） ほかは。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） ２７８ページ事業用備品で、

ポンプ車４台購入という説明だったと思うんです

けど、非常時……（「非常時だからおれへん、聞か

れへん、防災課」と呼ぶ者あり）失礼しました。。 

○分科会長（井垣 文博） ほか。 

 どうぞ、椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） せっかく消防長とか、答える

答えないは別ですけど、防火水槽と消火栓なんです

けども、こうやって毎年防火水槽つくるとなると、

大きさにもよるけど、かなり大きな予算が要ります

よね。今現状、まだまだ不足してるのか、かなりも

う配置っていうか、できてるのか、まだまだ市内的

には足らないのか。それから、消火栓、これもどう

なのかなってとこら辺が、特に市街地も含めて、ま

だまだ、まだちょっとですよねっていうようなとこ

ら辺、この辺は、どうなんですか、把握はしてもら

ってるんかな、その辺をちょっと教えてください。 

○分科会長（井垣 文博） 消防長。 

○消防長（田邊 光之） 何年かの、何回の定例会だ

ったかちょっと忘れました、そのときに、その当時

の防災監が、防火水槽、消火栓合わせて、豊岡市の

中の率は充足しておるという、多分答弁をされたと

いうことを認識しております。 

 それで、町なか、この豊岡地域の市街地ですけど

も、駅前、寿のロータリー、このあたり１００トン、

この市役所の本庁舎についても大開通り側に１０

０トンというようなこともプラスしていただいて

充足しておるという、繰り返しですけど、そういう

説明を記憶しております。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） そういうご答弁ならば安心は
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しておられます。 

 それから、ただちょっと心配なのは、市内の中で、

いわゆる上水道が行ってないところがありますよ

ね、７地区かな、そういうところは山水なり湧き水

なりなんだけども、ああいうところは防火水槽はど

ういうふうな環境にありますか。 

○分科会長（井垣 文博） 消防長。 

○消防長（田邊 光之） 消火栓が簡易水道の上にの

っかっているっていうエリアも当然ございます。そ

のときには５０ミリの消火栓が、少ないですけども、

残っておると。消防戦斗の上で５０ミリをつなぐこ

とは可能なんですけど、水量が少ないので、すぐに

即応性が求められる現場では５０を６５に媒介を

して、サイズアップをして水をとる。その中で次に

自然水利、無限水利ですので、有効な位置は消防水

利として確認はしております。それでも全く戦斗が、

これはおくれるなというところについては、防火水

槽をということで、防災課のほうに要望が出されて

……（「防災課」と呼ぶ者あり）はい。適宜、本当

に不足してるとこについては手当てをしていただ

いとるというふうに認識しておりますので、繰り返

しですけど、水利については充足しているという結

果は聞いております。以上です。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） ただ、上水が行ってないとこ

ろもあるので、いまだに簡易水道もない、全くない、

というところあります。だから、その辺については、

また、私も防災課に聞きますけど、消防、消火体制

ということから考えれば、消防本部も大切なあれで

すから、その辺はまた連携をうまくとってもらって

対応していただきたい。 

 それから、もう一つ、私もちょっとこの間、市民

から言われて答えれなかったんだけど、消防車両ね、

年数が来れば当然もう交換しなきゃいけない、大き

なお金ですけども、いわゆる古くなった、もう使え

なくなった消防車両、十分使えるんだけども、あれ

は今、大体、主にどういうところに行って、どれぐ

らいの価格で下取りがあるんですか。 

○分科会長（井垣 文博） 吉谷署長。 

○豊岡消防署長（吉谷 洋司） 基本的には今は消防

車両、財政課に所管がえしまして、官公庁オークシ

ョンのほうに出品していただいて、それで落札をし

ていただいてるという状況です。車両によって１０

０万円とか、いろいろというふうには聞いてますけ

ど、正確な数字は存じておりません。申しわけあり

ません。 

○委員（椿野 仁司） 財政課。 

○分科会長（井垣 文博） 塚本課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） 先ほど消防本部のほうが

申しましたとおり、所管がえで財政課のほうに移っ

てきまして、それをインターネットの官公庁のオー

クションというのがございまして、それで入札して

いただいてます。非常に好評でして、１台当たり、

結構、何百万円とかいう単位で売れてたと思います。

今年度もたしか何台か売れたと思います。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 主にどういう方が買っていか

れますか。わかりませんか。例えば農業用に使うと

か、ゴルフ場で使うとか、いろいろとあろうか思う

んだけど。あれか、ごめんなさい、ブローカーさん

っていうか、仲買人さんがおられるから、どういう

ところに行くかわかんないんだね。どうぞ。 

○分科会長（井垣 文博） 塚本課長。 

○財政課長（塚本 繁樹） 先ほどおっしゃいました

とおり、仲買さんという方が入札されて、落札され

まして、例えば外国のほうに輸出されたりするケー

スもあるようでございます。以上でございます。 

○委員（椿野 仁司） 最後に、もう一ついいですか。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 総務部長、昔、以前からずっ

と私はいろいろと意見なり、質問してるんですが、

豊岡の、きょうも午前中は振興局のいろんな管理費

を計上されとられて、きょうここにも本庁の管理費

が出とるんだけども。例えばエレベーターとか、い

ろいろと機械メンテナンスについて、それぞれがそ

れぞれのメーカーなり、それぞれの業者さんを今ま

で使ってきてるんで、それに何も、私は不安を持つ

もんでも何でもないんだけども、こうして、いわゆ
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る市の財政を少しでも軽減しようということであ

れば、私はやはり、以前から言うように、もう少し、

ばらばらのメンテナンス会社じゃなくて幾つかに

絞って、入札させて、それでそういうメンテナンス

をやっていけば、より効率的であるし、恐らくそう

いったメーカーのメンテナンスの会社は、豊岡市内

の業者ではないというふうに思うんだけども、だと

したならば、市内の業者でできるんだったら市内の

業者にさせてやってほしいし、それができないんだ

としても、例えばエレベーターでも、日立なら日立

でなきゃいけないわけじゃなくて、菱電は菱電でな

くたっていいわけだし、フジテックはフジテックで

なくなっていいわけですから、そういったメンテナ

ンス会社がちゃんとおるわけなんで、そういうとこ

ろと契約をして、少しでも安く、合理的にできるよ

うな運営の仕方を考えてもらえないかっていうこ

とは、ずっと言ってきたんだけど、あなたが総務課

長のときから私言っとると思うんですよね。そうい

うことって何か、今の行革っていう、第４次行革が

これからやられようとされるんだけど、片方では、

そういったことされるんだったら、うちの、自分た

ちの会社も、やっぱりそういう見直しをっていうか、

そういうことをこれから工夫されたら私はいいと

思うんだけど、その点はどうですか。 

○分科会長（井垣 文博） 総務部長。 

○総務部長（成田 寿道） 椿野委員言われたとおり、

以前にもお聞きしておりまして、一度関係する、今

の日立とか、そういうふうにお願いしとるところと

話はしたことはあったんですが、なかなかやはりメ

ーカーが違うと不安だという声が実はあったもん

ですから、そこでとまっているという状況ではござ

います。ただ今言われましたように、もう一度研究

してみて、エレベーターだけではなく、ほかの部分

についても、そういうふうなやり方ができないか、

あるいはよその自治体でやってるとこはないかと

かいうことも研究させていただきたいというふう

に思いますので、今回はそういう形でよろしくお願

いしたいと。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 本当に膨大な豊岡市の、市の

持ってるもの全てを足し算すると膨大な経費にな

るんで、これも何年も何十年も続けとった大きなお

金ですから、とにかく少しでもそういった改善がで

きるならばお願いをいたしたいと思いますんで、ま

たひとつ、てこ入れをよろしくお願いします。 

○分科会長（井垣 文博） ほかいかがでしょうか。 

 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 椿野委員からご質問あり

ました財産区の関係です。 

 委員のおっしゃるとおり、臨時職員の人件費につ

いても財産区持ちとということでございます。今回

の資料につきましては、全会計ということで記載し

ておりますので、正規職員のところにも温泉課の職

員も入り、臨時職員についても入りというようなこ

とで、そういった資料のつくりになっております。

単純なことで申しわけなかったです。 

○分科会長（井垣 文博） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 今まで私も目に、見聞きして

なかったもんだから、ついついこれ質問しちゃった

んだけども、今回が特別な、何かことだったんです

か、それとも、いや、やっぱり臨時職とか嘱託とか

そういうものも含めていくと、こういう部分も特記

しなきゃいけないような、やっぱ今のシステムなん

ですか、システムというか、そういう状況なんです

か、ちょっとわかんないんで教えて。 

○分科会長（井垣 文博） 職員課長。 

○職員課長（山本 尚敏） 今回初めて夜間勤務手当

の関係で温泉課という文言が表に出てきたという

関係で、ここに上がっておりますけども、従来から

正規職員のところには温泉課の職員を含め、臨時職

員のとこには含めとったということございます。 

○委員（椿野 仁司） 了解しました。わかりました。 

○分科会長（井垣 文博） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） ２７８ページの豊岡消防署消

防設備施設整備事業費の中の事業用備品というく

くりで２億９００万円とあるんですけど、この主要

な内訳を教えていただけないでしょうか。 

○分科会長（井垣 文博） 豊岡消防署長。 
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○豊岡消防署長（吉谷 洋司） ２億９００万円の内

訳ですが、救助工作車のほうが１億９，５００万円、

資機材搬送車のほうが１，４００万円を予定してお

ります。合わせて２億９００万円となっております。 

 地方債、資料の９ページのほう、ごらんください。

第３表地方債の中で、中段、消防防災施設整備事業

費の中で救助工作車１億９，５００万円、それから、

資機材搬送車、１，４００万円の地方債となってお

ります。以上でございます。 

○委員（足田 仁司） わかりました。 

○分科会長（井垣 文博） よろしいですか。 

○委員（足田 仁司） はい。 

○分科会長（井垣 文博） 特にほかはございません

か。 

 それでは、これで質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして、第３２号議案についての説明、

質疑を終了し、この後討論及び表決を行いたいと思

いますが、ここで委員の皆さん、当局職員の皆さん

から何かありましたらご発言をお願いいたします。

ございませんか。 

 ないようでございますので、当局職員の皆さんは

ここで退席していただいて結構です。 

 あす１２日火曜日の委員会審査は、午前９時３０

分から当委員会室で行いますので、よろしくお願い

をいたします。お疲れさまでした。 

 それでは、続けさせていただきます。 

 第３２号議案の審査につきましては、先ほど質疑

まで終えましたので、討論に入ります。討論はあり

ませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 私は、毎議会で言ってるんで

すが、３月議会では、当初予算にはこの個人市民税、

法人市民税、固定資産税の超過課税については、も

うやめるべきだと。いつまで続けるっていうのは、

議論もありましたけども、期限はないんですね。こ

んな税金のかけ方っていうのはやっぱり私は間違

ってるというふうに思います。とりわけ個人市民税

が、全国で豊岡だけっていうのは大変びっくりしま

した。これまでずっと、私も夕張と豊岡だと言って

きたんで。豊岡だけ、全国で、市民にそれだけの課

税をしなければならないほど、豊岡の市民は裕福で

もないし、逆に所得も、どちらかといったら所得低

いほうですから、その市民にさらにこの課税をする

という、こんな酷なことをいつまで続けるかと、も

うやめていただきたいということを強く、きょう改

めて思いました。この１点で、当委員会にかかって

る部分としては、この１点ですが、賛成できないと

いうことを申し上げておきます。 

○分科会長（井垣 文博） ほかにございますか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） 私はこの第３２号議案、平成

３１年度豊岡市一般会計予算に賛成の立場で討論

いたします。 

 今おっしゃられた意見は、市民の立場からは大変

お気持ちは理解できます。ただ、歳入における市民

税、固定資産税の超過課税廃止についての討論です

が、平成３１年度予算においては、一般会計は対前

年度３％増ということですが、経常費の大幅な上昇

に対応するため、一般財源に財政調整基金から１６

億円を繰り入れた予算であり、市税など自主財源比

率は３４．１％と、類似団体４８．１％に比べて非

常に低く、依然脆弱な財政状況にあります。有利な

財源である合併特例債の活用も限られてきました

し、公共施設再編も待ったなしの中、現在と未来の

市民要望に応えていく必要があるのかなと思いま

す。市民の日々の暮らしを着実に支え、災害、コミ

ュニティ、経済の危機から脱却するための財源とし

て超過課税は必要だと思います。今後、行財政改革

や公共施設再編計画など、さらに歳出の見直しを進

めながら、地方創生事業によって人手不足や生産性

向上、また産業育成など、人口減少対策に総合的に

取り組み、持続可能な力を高めるなどの提案をされ

ております。施策をしっかり検証し、社会基盤整備、

市民福祉の向上、そして市民の要望に応えるため、

まずは安定した財源基盤が必要です。 

 よって、市民税、固定資産税の超過課税分を含む

本案に賛成いたします。 

○分科会長（井垣 文博） ほかにございますでしょ
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うか。 

○委員（村岡 峰男） 追加でいいですか。 

○分科会長（井垣 文博） どうぞ、村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今、清水委員の討論を聞きな

がら、私は地方創生、あるいは人口減、高齢化、過

疎化、これは全国の地方の市の全部共通の課題です

ね。なぜ豊岡だけがこんな超過課税をしなきゃなら

んのか。知恵が足らんと思うんですよ。周辺の町も

含めて、こんなに市民に負担を求めるんではなくて、

運営しとるわけですからね。市民に新たな負担を求

めてやるんだったら、知恵が要らんわなと改めて思

います。 

○分科会長（井垣 文博） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（井垣 文博） 賛成、反対の意見があり

ますので、挙手により採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものとすること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（井垣 文博） 賛成多数により、第３２

号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定をい

たしました。 

 これより３の協議事項（２）分科会意見・要望の

まとめについてに入ります。 

 本日予定しております案件の審査は終了いたし

ました。 

 ここで分科会意見・要望として予算決算委員会に

報告すべき内容について協議いただきたいと思い

ます。 

 対象の案件は、第３２号議案、平成３１年度豊岡

市一般会計予算であります。 

 委員の皆さんからの提案につきましては、１件ず

つ協議を行いたいと思いますので、よろしくお願い

します。いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（井垣 文博） 特にないということでご

ざいます。 

 次に、予算決算委員会での分科会長報告について

ですが、内容につきましては、正副分科会長に一任

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（井垣 文博） 異議なしと認めます。そ

のように決定しました。 

 以上で分科会を閉会いたします。 

 委員会の再開は２時４５分といたします。 

午後２時３８分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後２時４４分 委員会開会 

○委員長（井垣 文博） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開いたします。 

これより４の報告事項（１）上場株式等に係る配

当所得等に関する市・県民税の課税誤りについてに

入ります。 

 なお、説明員として井上市民生活部長の出席を許

可しておりますので、ご了承ください。 

 説明をお願いいたします。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（井上  貢） このたび住民税の関

係で課税誤りが発生をしました。原因は、また後で

税務課長のほうが説明しますけども、納税通知書送

達日後の住民税の算定取り扱いについて、職員の認

識が十分でなかったため発生したものでございま

す。 

 もとをたどれば、多分平成１７年合併時からだと

思われます。この地方税法改正になりましたのはち

ょうど平成１７年からですので、ただ、残念ながら

課税資料が、平成２３年度以前のものについては残

っておりません。これは税務署との課税連携ってい

うのが、システムで始まり、それ以前の分について

はもうないということでございますんで、市の姿勢

として、そこまで何とかさかのぼって還付なりをお

願いするということです。ただ、一方で、追徴をお

願いする方もいらっしゃいます。本当に申しわけな

く思っております。 

 概要を税務課長が説明しました後で、また改めて

おわびのほうをさせていただいたらと思ってます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（井垣 文博） 続きまして、税務課長。 
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○税務課長（中奥 政明） 先ほど部長が平成１７年

度改正と言ったんですが、１５年度改正の１７年度

施行です、１７年施行ということです。 

 今回、部長のほうからありましたように……。 

○委員長（井垣 文博） 税務課長、ちょっとストッ

プしてください。 

 申しわけないですけど、東日本大震災から８年を

迎えて、犠牲になられた方を、２時４６分になりま

すので、ちょっと黙祷を行いたいと思いますので、

ご協力をお願いしたいです。 

 暫時休憩します。 

午後２時４６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時４８分 委員会再開 

○委員長（井垣 文博） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開いたします。 

 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 部長が言いましたように、

株式譲渡に係る配当所得等と、それから、先物取引

の損失の繰り越し控除、２件の取り扱いを勘違いし

ていたということでございます。 

 内容なんですが、通常は住民税の場合は確定申告

が税務署のほうにされたら、その内容に基づいて住

民税のほうも課税をします、算定します。 

 ちょっと１ページ戻ってもらって、この表がある

んですが、この表の中に、真ん中辺に納税通知書送

達日というところがあります。住民税は、給与から

天引きする特別徴収と年４回の普通徴収と２つあ

ります。特徴は、大体５月上旬ぐらいに会社のほう

に送付します。そこから納税者のほうに行きます。

普通徴収につきまして、大体６月中旬ぐらいに発送

いたしております。要はこの送達日よりも後に確定

申告された場合なんですが、配当所得等に関しては

算出しないということになってます。 

 それと、先物取引もそうなんですが、送達日以降

に確定申告された場合、繰り越し損失を認めないと

いうことです。送達日までに申告された場合に関し

ては、総合課税といいましょうか、合算やってもよ

ろしいよと。 

 それから、繰り越し損失もオーケーですよという

ことになっておるんですが、送達日以降に確定申告

された場合には一緒にしないということになって

まして、その分を税務署に申告されたとおり課税し

ていたというようなことでございます。 

 もう一度、最初のペーパーのほうに戻っていただ

きまして、３の発覚の経緯なんですが、昨年秋以降、

東京都内３９以上の区や市、それから、全国で課税

誤りがあったということが発覚しまして、本年１月

２４日付で総務省のほうから問い合わせといいま

しょうか、通知があって、調査した結果、課税誤り

があったということでございます。 

 ４なんですが、対象者で、増額となる方、７名っ

て書いてますが、追徴になります、この７名、７件

で４１万８００円。それから、減額、還付する方な

んですが、８人で１３件、金額６万３，７００円と

いうことになってます。 

 先ほども言いましたように、地方税法上は増額の

場合は３年、それから、減額、還付は５年というこ

となんですが、市のほうでは減額になる方、還付に

なる方は、課税資料が残ってます平成２３年度から

還付するものでございます。 

 ５の対応ということなんですが、対象の方につい

ては、個別に訪問なり、電話で今回の経緯につきま

して、おわびと説明を行っております。今後３月中

旬、今月中旬ぐらいに修正した納税通知書、もしく

は還付の連絡をいたしたいというようなことで連

絡済みでございます。 

 それから、配当所得も、先物も算出しない、合算

しないということになってますので、所得額のほう

が変更になってきます。そういうことで、国民健康

保険税とか介護保険料の額も変更になる方があり

ます。その方についても、連絡済みということでご

ざいます。 

 今後はこういうことがないように周知徹底をし

てまいりたいと考えております。申しわけございま

せんでした。 

○委員長（井垣 文博） 説明は終わりました。 

 委員の皆さんから質問等があればお願いをいた
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します。 

 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 課税の誤りということで対象、

還付を含めて１５人の方に説明とおわびなんです

けども、今現在、もう全ての、１５人の方終わって

ますか。 

○委員長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 全員終わっております。

訪問なり、電話なりで終わっております。 

○委員（芦田 竹彦） 了解しました。 

 まずはおわびをして。内容説明するのが大事です

ので、対応はそれからまた考えていいということな

んですけども、その、反応というか、あ、そんなこ

とがあったのという感じなのか、どういう。 

○委員長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 還付の方は、あ、そうと

いうことでありますが、増額の方につきましては、

丁寧に、こうこうこういうわけで増額になりますと

いうようなご説明をして、了承を得てるものと思い

ます。以上です。 

○委員長（井垣 文博） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 増額のほうは金額が結構多い

ので、先ほど聞いた２３年からということでありま

すけども、増額の方にはもう本当に申しわけござい

ませんということで、それはもう丁寧に、了解いた

だいておれば、あとは事務処理のことですので、い

つごろ還付するかも含めて、それはもう説明、了解

いただいたということでいいですね。わかりました。 

○委員長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 還付の方は、配当所得だ

けであれば配当所得を得た、合算しませんので、当

然所得額は下がりますので、通常は還付が発生しま

す。ただ、繰り越し損失、例えば２９年中１００万

円もうけました、その分申告するんですが、いやい

や、同じ日に前年、２８年でマイナス２００万円あ

りましたという場合に、所得税法はマイナス２００

万円と１００万円ですので、相殺をして、２９年度

分はゼロ、翌年分に繰り越しするわけですけど、今

回の場合は納通送達後のところに関しては、繰り越

し損失が認められませんので、マイナス分を見ない、

プラスの１００万円だけというふうなことで、金額

がどんと上がるというような状況でございます。 

○委員長（井垣 文博） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 呼び方ですけど、返さなあか

ん人、還付、改めてもらわなあかん人は、増額とい

うか、追徴になるんですか。 

○委員長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 還付と追徴ということで

言ってます。 

○委員長（井垣 文博） どうぞ、足田委員。 

○委員（足田 仁司） それと、この下のほうの米印、

法律では、例えば減額ですから、還付は５年が対象

ですけど、市では、減額については２３年度から、

さかのぼってということに書いてありますよね、そ

れはどういう権限に基づいてされるものなのかと

いうことと、それから、５年よりも前の分は、同じ

還付というものになるのか、その辺。 

○委員長（井垣 文博） 税務課長。 

○税務課長（中奥 政明） 済みません、還付という

ものは５年間です。それより前は返還金という取り

扱いをしてます。この取り扱いにつきましては、民

法の規定によりまして、相手さんに責任がない場合、

豊岡市のほうが一方的に間違えた場合、そういう場

合に適用しております。固定資産なんかで登記する

んですが、登記が豊岡市に回ってこなかったとか、

そういう場合とか、そういう場合に関しては相手さ

んに責任ありませんので、民法に基づいて、返還金

ということで返しております。 

○委員長（井垣 文博） よろしいですか。 

 どうぞ、足田委員。 

○委員（足田 仁司） 返還金、損害賠償みたいなイ

メージなんでしょうか。 

○委員長（井垣 文博） 市民生活部長。 

○市民生活部長（井上  貢） いわゆる不当利得の

１０年っていう民法上の規定があるんで、あれを準

用して、基本的に、１０年まで返そうというのが基

本的な考え方です。ただ、市独自で返還金として返

しますんで、独自の要綱を制定したりして、うちは
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今のとこ対応してます。過去の課税誤り等を見てま

すと、基本的に市の姿勢としては、できるだけ返せ

るものは返す、もらうものは、税法に基づいて、３

年なら３年で切るという姿勢でおります。 

○委員長（井垣 文博） よろしいですか。 

○委員（足田 仁司） はい。 

○委員長（井垣 文博） それでは、この件につきま

しては、この辺でとどめたいと思います。 

 市民生活部、税務課の皆さんにつきましては、こ

こで退席していただいて結構です。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（井上  貢） 済みません。冒頭申

し上げたとおり、職員の本当に事務的なミス、認識

不足ということが、もう本当、直の原因になってま

す。今後同様の事案が発生しないように、特に法改

正の際には、法令に基づく、市長がいつも言ってい

る原典に当たれという言葉をしっかりと税務課職

員が認識することが必要だと思ってます。特に徴税

吏員という特別の税法上の役職を持った職員でご

ざいますので、そこは本当に慎重にしていきたいと

思います。職員への指導を徹底してまいります。こ

のたびはご迷惑をおかけして大変申しわけござい

ませんでした。 

○税務課長（中奥 政明） 申しわけありませんでし

た。 

○委員長（井垣 文博） よろしくお願いします。 

 それでは、ご苦労さんでした。 

○委員長（井垣 文博） それでは、これより５のそ

の他に入ります。 

 その他、委員の皆さんから何かあればお願いをい

たします。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（井垣 文博） それでは、以上をもちまし

て本日の委員会を閉会いたします。 

 あすも午前９時３０分からこの会場で委員会審

査を行いますので、よろしくお願いいたします。皆

さんお疲れさまでした。 

午後３時００分 委員会閉会 

──────────────────── 

 

 


